
第８回東串良町複合施設建設検討委員会 

 

日時：令和6年9月3日（火）13：30～ 

場所：東串良町役場防災庁舎2階対策本部室 

 

会 次 第 

１ 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 協議・報告事項 

議題 

（１）前回委員会のふりかえり 

・第7回委員会について 資料１－１ 

・第7回庁内検討委員会について 資料１－２ 

（２）住民ワークショップについて 

・第2回ワークショップについて 資料２－２（参考：資料２－１） 

（３）新たな複合施設に求める施設機能等について 

  ・集約化（複合化）の対象となる施設について 資料３－１ 

  ・複合施設のコンセプト及び機能、諸室案について 資料３－２ 資料３－３ 

（４）東串良町複合施設建設基本構想案及び基本計画の校正案について 資料４ 

（５）その他 

４ 閉会 

 

【資料１—１】 東串良町複合施設建設検討委員会 会議録（第7回分） 

【資料１－２】 東串良町複合施設建設庁内検討委員会 会議録（第7回分） 

【資料２－１】 ワークショップニュース Vol.1 ※第6回配布資料の修正版 

【資料２－２】 ワークショップニュース Vol.2 

【資料３—１】 集約化（複合化）の対象施設について 

【資料３－２】 複合施設のコンセプト及び機能について 

【資料３－３】 複合施設の諸室リスト案 

【資料 ４ 】 東串良町複合施設建設基本構想案及び基本計画の校正案 

【参 考 資 料】 ①諸室案参考シート 

        ②諸室のゾーニング案 

        ③カフェ併設の図書機能の事例 

        ④住民アンケート結果（施設機能等に関する部分抜粋） 

        ⑤議会からの提言書（施設機能等に関する部分抜粋） 
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副委員⻑ 末村 玲子 男女共同参画推進懇話会
委員 村山 博隆 東串良町商工会
委員 柳井谷 浩文 東串良漁業協同組合
委員 清瀧 逸子 東串良町老人クラブ連合会
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委員 甫村 美保子 東串良町⽣活研究グループ連絡協議会
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東串良町複合施設建設検討委員会 会議録 

【会議名】 
第７回東串良町複合施設建設検討委員会 
※第６回東串良町複合施設建設庁内検討委員会と合同開催 

【日 時】 
2024 年 7 月 10 日（水）14 時 30 分〜 

【会 場】 
 東串良町保健センター２階 

【出席者】 
・複合施設建設検討委員（16 名） 

柴⽥委員⻑、末村委員、村山委員、柳井谷委員、清瀧委員、新福委員、甫村委員、野口委
員、若松委員、重委員、中久保委員、宮野委員、吉⽥委員、丸山委員、尾方委員、上園委
員 

・複合施設建設庁内検討委員（10 名） 
 ⼤園委員⻑、委員（13 名中９名出席） 
・町職員（３名） 
 事務局（企画課） 
【会次第】 
１ 開会 
２ 委員⻑挨拶 
３ 協議・報告 
４ 閉会 
【協議・報告】 
（１）前回委員会のふりかえり 
（２）ワークショップについて 
（３）立地場所について 
（４）その他 
【会議結果要旨】 

・庁内検討委員会において国道周辺 （ダイナム近く）が立地場所として最も適していると
意思統一が図られているなか、今回の合同協議を踏まえて、検討委員会においても国道
周辺 （ダイナム近く）に同意する挙手が出席委員 16 名中 13 名であったため、当該地を
最優先候補地として決定した。このことについては、検討委員会の決定として、口外す
ることは問題ない。 

・今後、不動産鑑定を入れて妥当な金額を算出し、その後地権者との交渉を経て、立地場
所が確定していくことになる。 

資料１−１ 
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・集約化する施設の規模 ・面積等を踏まえて、実際に入れる事務所や機能 ・設備などを協
議し、基本構想・基本計画をまとめていくことになる。 

 
【会議経過】 
（１）前回委員会のふりかえり 
委員   今回の検討委員会が、複合施設の立地場所を最終決定するという最重要な会議

になる事は理解しているが、この会議は基本構想の段階で予定されていたものな
のか、それとも委員会の状況によって緊急的に持たれたものなのか。 

事務局  予定としては基本構想 ・基本計画は 12 月末までの策定を予定していたが、状況
によって年明け 3 月までとなる可能性が高くなってきている。場所の問題は当然
基本構想 ・基本計画の中には盛り込む必要があるが、検討委員会で協議した上で
最終的な場所を盛り込んでいく。今日はそのための会議である。 

委員   これまでの検討委員会での振り返り、あるいは事務局から提出された庁内検討
委員会の資料など、改めて確認しておかなければならない事項は多々あったが、
なかなか思うようにいかなかったこともある。 
立地場所については現時点では、庁内検討委員会とこの検討委員会で異なってい
る状況である。それぞれの決定に至った経緯を確認したい。まずこちらの検討委
員会では 4/26 の第 5 回検討委員会で、第一候補を総合体育館周辺と決定した。
その際、午前中にあった庁内検討委員会の報告として、国道周辺が多かったとい
う内容だったかと思う。その後 6/5 の第 6 回検討委員会の中で液状化の問題が
情報提供された。次に庁内検討委員会ついて。4/26 の会議では先ほど言ったよ
うに国道周辺という意見が多かった。6/14 に先ほど説明のあったダイナム周辺
が 9 名、セブンイレブン周辺が 3 名となりダイナム周辺ということで意思統一
がなされた。ここまでの流れに間違いはないか。 

事務局  今までの経緯については、各会が始まった冒頭で会議録を添えてご報告している
ところである。今各委員の手元にある資料に記載されているものがすべてで間違
いはない。 
先ほど担当が行ったのは前回の振り返りということで、具体的な立地の件につ
いては、庁内検討委員会で出た意見を （３）のところで詳しく説明し、意見交換
をしていく中で中身を詰めていきたい。 

委員   はじめ私は体育館周辺を希望していた。判断基準として、体育館周辺はほとんど
が町有地で土地代が少なくて済むこと、住⺠アンケートで体育館周辺が多かっ
たことがある。広い土地があるのでよいと考えたのだと思う。その後、突然液状
化の情報提供があったが、体育館周辺には川も無く、⼤丈夫だと思っていた。そ
の前に浅い谷の話出てきた。それを聞くと、あまり良くないとなった。液状化と
いうのが建物に対してどれくらい悪影響を与えるのか、話している中で想像がで
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きない。液状化をカバーするためにどのようにすればよいのか。ダイナムのとこ
ろは液状化になるようなことはないのか。 

事務局  せっかくのご意見ではあるが、協議の内容に沿って進めさせてもらいたい。場所
を選定するために⼤事な意見であるので、協議事項 （３）のところで議論したい。 

 
（２）ワークショップについて 
委員   こちらの資料は町⺠に配る予定か。 
事務局  皆さんにフィードバックするための資料として作っている。そのままだととっ

つきにくいので、ニュースという形で工夫して作っている。どのような形で発信
していくかはこの後協議し、修正したうえで公開したい。ワークショップに参加
した方はもちろん、他の方にも伝える手段があれば使える材料になる。 

事務局  町の HP で公開することを考えている。まだ完成形ではないので、内容は詰めて
いきたい。 

委員   いい内容だと思う。HP だと若い方しか見ないので、高齢者の方だと紙面のほう
が見てもらえると思う。 

事務局  この後 7/21 の内容についても共有するが、それも含めて広く周知する方法を考
えたい。 

 
（３）立地場所について 
委員   事務局の説明やこれまでの資料から見たときに、これまでそれぞれの検討委員

会での優先順位を決めるために色々な考え方があり、各委員の将来を見据えた
考えを詰め込んだものだと思った。総合センター周辺が第一と考えていたが、
6/5 の検討委員会の中で液状化の問題が出てきた。これによって、自分たちの体
育館周辺への期待と希望が割れたという気分である。なぜ体育館周辺かという
と、コロナ禍前までは体育館、町⺠運動場周辺は町の⼤きな記念行事、イベント、
運動会などが開催され、町⺠のすべてが楽しく集って、みんなが元気を貰える場
所、笑顔が弾ける場所、一番にぎわう場所だと思っていたからである。これから
もそうあって欲しいと願っている。そういうところに複合施設の話が出てきて、
ここに一体的に整備がされれば、賑わいも生まれ、町の中心地に公共施設が集約
されればこの壮⼤な建物を朝晩眺められて、住⺠は落ち着いて、見守ってくれて
いるような安心感もあって、勇気づけられる施設になるのではないかと思った。
住⺠や町の出身者等にとって柏原海岸を自慢するのと同様に、この体育館周辺
が新たな心の拠りどころになれる、そういった町の整備ができてほしいと常々
思っていた。私が体育館周辺にこだわったのはこのような理由である。 

委員   ワークショップに参加し、中学生や柴⽥先生の研究室の学生がうまくリードし
ていて、楽しい会だった。その中で中学生から出た意見として、スポーツができ
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るとよい、⼤きな公園ものびのびできるという意見も多かった。また、世代間の
垣根をなくして交流できる、コミュニケーションの場となってほしいという意
見も出た。そのために、ゆったりした広さ、国見山脈などが見え、周りは⽥んぼ
の広々とした環境がいいと思っていた。避難場所というのもアンケートで一番
多かったので、そうなったときにどうかというのがあった。最初は体育館周辺が
一番良いと思っていたが、回を重ねるにしたがって色々な要素が必要になって
きて、その中で総合的に考えると、どのようなものがよいのか、またリスクにつ
いて、地震や桜島の噴火などの経験もなく、どれくらいの被害が出るのかわから
なかった。それであればダイナムなのかなと迷いながら今日の委員会に参加し
ている。 

副町⻑  庁舎内の検討委員会も色々な視点から考えている。私は当然町の関係者である
ので、財政のことも考えなければならない。3 か所の用地について、体育館は町
有地である。あの中で作るのであれば土地の取得費は掛からないが、例えばあそ
この多目的広場、グラウンドゴルフ場を潰して新たに作らないといけないとな
ると、新たにグラウンドゴルフ場の土地を求めて整備をする必要がある。それで
は新たにその土地の取得費や整備費も掛かることになる。そうなれば、別の所に
土地を求めるよりもお金がかかる可能性もある。また、多額のお金を使うことに
なるので、後々に失敗したとならないよう方向性を考えていく必要がある。土地
の液状化の問題をこちらでも把握したところで、液状化については委員会に先
生方が来られて説明していただいて、実際に起こったところの写真なども見て、
委員も状況を理解されたところかと思う。国道のほうは液状化が起こらないの
かという話があるが、可能性が低いという話である。可能性は低い方が安心を担
保できる。それらの色々な物事を考えて意見を聞いた。これまでアンケート等も
取って、交流できる場所、にぎわいの持てる場所、愛される場所というキーワー
ドが出てきた。それと合わせて、飲食ブースも欲しいというのもあった。その場
合、例えば体育館のあったところに飲食ブースを持ってきたときに生業として
成り立つのかという懸念もある。国道周辺であれば流れや色々な部分で、飲食ブ
ースもある程度生業として機能すると思う。 
この町のネックとしては公共交通の問題がある。代行もかなり減っている。タク
シーも 9 時くらいで終ってしまう状況である。池之原の方はスーパーなど店が
多く良いかと思うが、岩広、新川⻄、川⻄などは、車を持っていればよいが、買
い物弱者の高齢者は困る。町としても地域公共交通の部分で色々と協議を進め
ているが、どのような方向になっていくかはわからない。例えばタクシーが出来
ない場合、町で巡回バスを回して流れを作らないといけない。岩広は何曜日、池
之原は何曜日、新川⻄は、など決めて、国道の近くに複合施設が出来たらそこを
発着点にするということにすれば、希望者はそのバスに乗ることができる。近く
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に店はあるので、例えば私は A コープで買い物をして、複合施設の方ならちょ
っと休んでから、しまむらなど色々回ってなど、ハブ的な拠点施設になるのかと
いう意見もあった。いろいろなことを考えて、国道近くの方が将来的に考えて、
住宅街でもあるので利用者も多いことが想定されるので、庁内検討委員会とし
て意見がまとまったところである。 

委員   私も庁内検討委員会の意見に賛同するが、例えばセブンイレブンの近くになっ
た場合に、皆さんの言うように子どもたちや車を運転する方は国道を横断しな
いといけない。もしここに出来た場合に、押しボタン式の横断歩道ができる、横
断歩道ができるなどの可能性はあるか。 

総務課⻑ 信号機や横断歩道については、地元の公安委員会と協議した上で必要性が認め
られれば設置できるものと思う。施設ができる前に協議し判断する。こちらから
設置を求める予定ではあるが、公安の判断次第である。 

委員   私としては、前回の希望の時に体育館周辺が良いと判断した。理由は⼤きく三つ
ある。一つ目は、町の中心にあって体育館やグラウンドがあり、様々なスポーツ
⼤会やアウトドアのイベントがあり町外からもある程度認知されている場所で
あることである。その近くであればできることが増えるのでいいと思う。二つ目
は、自然に囲まれている場所であり、気分良く色々なことができるだろうという
ことである。三つめは、最初は検討する中で、場所によっての地盤のことが話題
になったことである。この時点では国道沿いより体育館周辺が良いという内容
だった。その後、突然液状化の話が出てきて、体育館周辺はそこまで悪い場所で
はないが境の所にあって、さらに浅い谷があるということで、液状化については
国道周辺が標高も高く安全性が高いという専門家の話があった。それを聞いて、
検討委員の皆さんの考え方も変わったかと思う。私は以前の検討委員会の際に
言ったが、浅い谷というのは現在のグラウンドゴルフ場のところかなと思うの
で、その奥の今空き地になっている場所であれば谷から外れ、可能性としてある
のかと思っている。 
国道沿いの場合は庁内検討委員会ではダイナム周辺で固まったと資料にはある。
個人的な意見として、ダイナム側になるとすぐ近くにタウンがあり、私もその一
角に住んでいる。過去にダイナム側からも鹿屋側に帰る車がタウンの中を通る
ことがあった。2 度ほどその車に当てられたことがあるため、そのようなリスク
があるのではと考えている。セブンイレブン側は、先ほどあったように道路の横
断が難しいという問題もある。 

柴⽥委員⻑ 地盤と液状化について整理したい。液状化の問題は地盤が弱いと発生するが、
特に今回の場合は標高が問題になる。体育館と国道沿いで高さが違い、低い方
が液状化しやすい。それとは別に、体育館の浅い谷になっているところは地盤
が弱いかもしれないとのことなので、建築をする場合は地盤改良をしなければ
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ならない。液状化と浅い谷の件については、地盤の話と高さの話両方あるとい
うことである。 

事務局  資料 3-2 を見てほしい。下から 2 番目に地盤の状況という項目がある。口頭で
は説明したが、地域全体が近隣データで、全ての地域がこのようになるのではな
いかという勘違いをする方もいると思うので、このデータの出典①、出典②を追
加した。給食センター周辺については、管理市営住宅、防災庁舎の建設のときの
地盤の数値を参照している。隣の総合体育館については、総合体育館を建築した
時の地盤調査の結果である。ダイナムの所については、出典①のとおりである。
地盤に影響があり、隣の地盤調査の数値、及び認定こども園あおば保育園の新築
工事のときに地盤調査をした時の数値、これらをもとに記載をしている。セブン
イレブンの所についても同様に、出典①、出典②の数値を利用して記載している。
予定地の所を調査した数値ではなく、参考の数値である。 
資料 3-6 について。委員の皆様からあったとおり、途中から液状化の話が出てき
た。本町の防災マップなどを活用し、リスクが低い前提のもと国道沿いに場所を
絞ってきた。今年の 3 月に町の新たな防災計画を作っており、それは具体的な中
身まで記載した防災計画ではないが、4 月下旬にその担当者と話をした時に、鹿
児島県の方では液状化の情報を公開しているという話を我々も初めて聞いた。
その内容について県の HP を確認したところ、次ページの鹿児島県全土の地図
があった。南海トラフ地震が⻄側で発生した時に、赤いところは極めて液状化リ
スクが高い。志布志湾の南側の突起のところが敷地なので、そこから左の方に行
くと赤い地域が多い。国道周辺は完全に白の状態であり、体育館の所は微妙であ
る。以前オブザーバーの先生方が話しており、先ほど柴⽥委員⻑からもあったよ
うに、標高が低く地下水が近いということから、液状化リスクが高いとなってい
る。さらに次のページの南海トラフの東側のケースでは、震源が遠くなるため城
が多くなる。最後に陸側で発生した場合については、⻩色の部分が結構内陸の部
分まで入ってきている。こういった新たな情報が入ったことで、委員の皆様に全
くお伝えしないというわけにもいかなくなった。また、将来的に住⺠の方から液
状化について問われた時に、委員会で議論をし尽くしたと言えるように、委員の
皆様と庁内検討委員会に情報共有したという経緯である。 

委員   液状化についての説明は資料等ももらっており、液状化のリスクが低いところ
がよいということは理解している。しかし、先日県政かわら版が配布され、その
中に県体育館の液状化の記事があった。予定地を含む鹿児島市の平地のほとん
どで地震による液状化の危険性が高いと書かれていた。今回の計画には液状化
により建物に影響が出ないよう整備をするという文言が書かれているが、どの
ような対策があるのか。また、莫⼤な費用が掛かるかと思うが、例えば自分たち
がそれぞれ検討している立地で検討 ・実施が可能なのか。対応できるのか。今ま
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での説明の中では非常に難しいと思っている。それらを全部含めて、この後どこ
がよいのかという話があるかと思うがはっきりさせたい。 

委員   私は最初、体育館周辺を第一候補として考えていたが、途中で液状化の話があっ
て 180 度変わってしまった。今 4 つの候補が出ている状態だが、国道沿い・体
育館の 2 択で絞り込むのか、1 つに決定するのか、今日はどちらになるか。 

事務局  両委員会での話を踏まえると、役場周辺は意見が少ないということで、国道周辺
の 2 か所と体育館周辺の計 3 か所から 1 つに絞り込みたい。説明が不足してい
たが、今日見てもらった 3 か所がそうである。ただし国道沿いになった場合、ど
ちらも⺠有地であるので、検討することの承諾は得ているが、用地交渉の段階で
やっぱり厳しいとなり、まとまった土地が確保できなくなる可能性はある。その
場合は次の場所になる。例えば国道周辺の片方の場所に決まったとき、国道周辺
に建てることを想定したうえでの機能、構造の話し合いを、用地交渉と並行して
進めていくことになる。もし交渉が失敗した場合、国道周辺前提で検討を進めて
いるので、国道沿いのもう片方への用地交渉に移ることになる。本日は 1 つに絞
り込むということで話をさせていただきたい。 

事務局  補足すると、場所については本日決めなければ、本題のどのような施設にすると
いう話ができずに時間が過ぎてしまうということになる。先ほど液状化の問題
があったが、これは⼤事な問題である。町⺠の皆さんの⼤切な財産なので、その
ことを踏まえた時に、国道沿いがいいと全会一致になるのであれば先ほど係⻑
が言った話になる。そうは言っても体育館周辺はリスク以上のメリットがある、
との意見があって意見が割れるようであれば、まずは選択になる。国道沿いにな
った場合は同様に、体育館になった場合は庁内検討委員会とうまく折り合いを
つけるのが理想である。住⺠説明会の中でも、庁内検討委員会と検討委員会で意
見が割れているがどうするのかという話もあった。その時は液状化の話はまだ
無かったので、色々な新たな情報もあり、情報共有をしたうえで検討を重ね、場
所を決定したいと回答している。 

委員   もう一点、経済的な面が関わってくるかと思う。例えば今話をしている国道沿い
の場合にどれくらいの値段になるのか。私たちはなんとか債権というのをいく
らか国からする、ということしか聞いていないが、どうなのか。 

事務局  国道沿いの場合は⺠有地なので土地を購入する必要がある。価格については所
有者の言い値というわけにもいかないので、専門の不動産鑑定を入れて、予算化
はされている。もし国道沿いに決まった場合、不動産鑑定に価格の相場を示して
もらい、所有者の方と交渉することになる。財源についてもだが、何故この時期
なのかという話もある。町としては、40 年を経過し 50 年に迫り修理代も嵩んで
きていること、液状化や浸水想定地域の問題もあり、高い修理代をつぎ込むより
安全な場所に建設した方がよいということで計画を作っている。急がなければ
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ならないのは、過疎債という有利な借金があり、元利償還の 7 割を国が肩代わり
して町の負担は 3 割で済むという借金である。これは令和 3 年に法改正があり、
その時点で本来であれば、東串良町は近隣に比べて人口が減っていないという
ことで対象から外れているが、この法律は令和 13 年 3 月までの 10 年間の時限
立法であるから、特例措置で対象にしてもらっている。特例の条文が削除されれ
ば対象にならなくなるので、借金はすべて町で払わなければならなくなる。令和
13 年までに完成すれば 7 割は国が補填してくれるので、今の時期に協議をして
進めていきたい。 

柴⽥委員⻑ 過疎債は建物の建設費の場合はそのまま受け取れて、土地を購入する場合も
借りることが出来るということでよいか。土地を購入しない場合だと、購入しな
い状態の事業費が事業計画として提出され、借りる金額が変わるので、土地を取
得して総額が高くなる方が補填の金額も増えるという認識でよいか。 

事務局  基本的に建物は過疎債の対象となり、土地も対象にはなるが、金額が嵩むので、
土地を購入するときは土地開発基金を活用することも考えている。 

委員    国道沿いとなった場合のために意見を話したい。先ほど他委員が話されたよう
に、買い物をする方が周辺を通る。私も買い物する時に通るが、何度かヒヤリし
たことがある。住宅地だと子どもが庭先で遊んでいたり自転車で往来したりし
ていることがある。もし物産館の裏が候補地になった場合、イベントなどがある
ときに、町⺠の方はにぎやかタウンを通ってくるので交通量が増える。そうなっ
たときのリスクも考慮してもらえたらと思う。私は体育館の前の通りに住んで
いるが、体育館やグラウンドでイベントがある際は車の往来がとても多くなる。
子どもたちにも、イベントがあるときには気をつけて通るよう言っている。 
もう 1 つ気になる点がある。ダイナムのすぐそばということである。先ほどもあ
ったが、高齢者だけでなく、子どもから⼤人までいろんな方が施設を使うので、
パチンコ店のあるそばに福祉・教育施設を作るのは⼤丈夫なのかと思っている。 
もう 1 点、ワークショップの結果で、伸び伸びと過ごしたいというのが子どもた
ちの意見であった。私の子どもが友達の家の敷地で遊んでいたところ、子どもた
ちが遊んでいる声がうるさいという苦情が小学校にいったことがある。にぎや
かタウンの裏に複合施設ができると、建物内だけで過ごすわけではないと思う
ので、住⺠の方からしてもゆっくりできないのではないかと思う。 

委員     これまで意見を頂いた委員と考え方には接点があり、都度心の中で解決できた
ことはあった。私も体育館周辺がいいと思っていた。その理由は自然の中でのス
ポーツ、文化、伸び伸び、といった思いである。今、液状化現象、防災、コスト
など色々な視点から考えを寄せてもらって、どれが一番というのは言えないの
かもしれないと思う。私が委員として選ばれて、住⺠の代表として票を入れると
いう立場であったから、ワークショップには非常に興味 ・関心があった。わが子
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も参加して色々話を聞かせてもらって、とても有意義だったというのが資料か
らもわかる。7 つグループがあって、その中で複合施設のあるまちの未来をどん
なまちにしたいか語り合ったときに、7 グループのうち 5 つのグループが自然と
いう言葉を一番に挙げていることが印象に残った。私の感覚はここに参加した
子どもたちと近いものがあったのかと思った。また、他委員も言ったように、伸
び伸びして、安心して子どもが遊べて、というのを私もわが子に願っている。こ
ういったところを、限られた立地から選ぶというのは究極の選択だと感じてい
る。参加してくれた方の声を私はどこに持っていけばいいのか、というのを悩ん
でいる。私個人のというよりも、このワークショップで皆さんが思いを寄せてく
れたことをどこに票にするのかというところで、「自然を感じながら伸び伸びゆ
ったりしたところで過ごせる施設があるまちの未来」というのを皆さんが想像
してくれたのが、私の中での今日のポイントである。もう 1 つコストというとこ
ろで、同じ 30 億円をかけるのならば、この候補地にそれぞれ 30 億かけたとき
に出来上がる形というのは変わってくると思う。そのあたりがまだ想像しきれ
ていないので、町⺠の皆さんが望む形が一番具現化されるのはどれなのか、答え
が出ないまま考えている。いただいた資料の中で印象に残ったところの話をさ
せていただいた。 

委員     ワークショップの結果を見て、自然が一番先に出ているところが多い。自然とい
えば、東串良を代表するのは国見山脈を望めるような立地である。そう考えた時
には、さっきの 3 つの場所の中ではダイナム周辺か体育館周辺になる。私も最初
の意見は体育館だったが、今は他委員と同じで悩んでいる。もし場所が決まった
場合、建物とその敷地が自然を眺められて、自然を共に感じられるような建物を
想像して作っていければ、奇抜なデザインではなく自然と一体化できるような
素敵な建物を考えていければいいと思う。 

総務課⻑ 総務課には財産管理の仕事があるので、その観点で事務局に確認したいことが
ある。新しい施設ができると総合センター、高齢者福祉センターは撤去しないと
いけないと皆さんも理解しているかと思う。その期間について、新しい施設がで
きてからどれくらいで撤去する必要があるのか。 

事務局  期間については建物の⼤きさなどもあり、概ね 5 年程度を考えている。補助金
の関係もあるため撤去は必ずしなければならない。期間的には 5 年を念頭に考
えている。 

総務課⻑ 福祉センターについては社会福祉協議会の事務所が入っている。高齢者福祉セ
ンターを撤去した後社会福祉協議会はどのような形でどうなっていくのかとい
うことは今まで議論されたのか。また、商工会を例えば総合センターと一緒に撤
去するとなった場合商工会としてどのような考えがあるのか、それを事務局と
して把握しているのか。 
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事務局  ⼤きな施設としては高齢者福祉センター、総合センターを考えている。それだけ
ではなく、建物に入れる色々なものについては、場所が決まってから具体的に協
議を進めていく。中身については今後詰めていくことになる。 

柴⽥委員⻑ 他委員から自然の眺めの話があったが、学生たちと 4 つの敷地を周ったとき
に学生から出た意見では、ダイナムの場所がちょうど国道から歩いてきたとき
に山なみが見え、その手前に建物や⽥畑があるので、緑の中に建物があってその
向こうに山なみが見えてすごくきれいになるのではないかとのことだった。そ
んな施設が出来たらいいなと学生たちは言っていた。 

委員   社会福祉協議会の代表として来ている。場所は今日決まると思うが、課⻑から話
があったように、総合センターや高齢者福祉センターの建設に対する意見とい
うのは、自分があとで関われるかわからないので今伝えておく。高齢者宅配弁当
を 100 人分作っているというのが社協である。社協の建物というよりも弁当を
作る場所を社協と併設して作ってほしいと思っている。社協の建物はどうなる
かわからないが、そのような弁当を作れる場所を考えてほしいという注文であ
る。 
また、自然の景観について何人かの委員からあったが、ダイナムの方から出てき
て国見山系が見えるので、自然という形のなかでは運動場だけでなくダイナム
周辺でも十分確保できる状況ではないかと思っている。今までは私も体育館周
辺という考えだったが、建物を 30 億かけて作る以上は、将来的にも液状化など
のリスクが少ないところに施設を作っていただきたい。 
また、商業的な観点で、経済の面も役場の中でも言われるが、役場複合施設の建
設にあたって経済も⼤事なので、自然も守れて経済の発展も見込まれる場所と
いうことで、ダイナム周辺に賛成していきたい。今日ここに来るまでは運動場と
考えていたが、皆さんの意見を聞いて考えが変わった。 

委員   各委員が意思表示をしているので私も、液状化のリスクの問題に対してこれは
こうしてほしいとは言えないので、体育館周辺というのは考えを改めないとい
けないと思っている。ダイナム周辺で OK と考えているが、ここで 1 つ、多目
的広場に件についてお願いをしていきたい。これまで多目的広場についてはグ
ラウンドゴルフ協会やサッカースポーツ少年団の練習試合などで年間を通して
利用しており、⼤変有り難く感謝している。しかし、現状の施設についてもう少
し整備改修をしてほしいという要望がかなり以前からある。私もスポーツ協会
の会⻑やグラウンドゴルフの会⻑をしている中で、そのような意見を多く耳に
している。体育館周辺については以前から、公共施設の集約についてふさわしい
場所だと世間話的にもあった。いずれはそのような方向になって、現在の多目的
広場も含めた改修整備に繋がっていくという期待をしながら、意見や要望に対
して 「もう少し機を見よう」とたびたび言ってきた。今回体育館周辺以外に複合
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施設が整備されるとなった場合でも、現在の多目的広場の改修整備、芝生の問題
や排水、土壌改良等も合わせて、今後是非、多目的広場の整備計画についても、
複合施設の話ではないが進めていただけるとありがたい。 

委員   最終的には今日場所が決まるかと思うが、決まってしまえばそれに異論はない。
ただし、場所それぞれでそれぞれのリスクがあると思うので、そこを考慮してい
ただきたい。 

委員   住⺠説明会に来られる方も少ないということで、漁協の関係者にアンケートを
取った。その結果、高齢者は当初、体育館周辺が良いと言っていた。しかし、高
齢者の方も、将来が私達だけの意見ではあれだから、国道周辺がよいのではない
かというのが⼤半の意見だった。 

委員   駐車場について。イベントをした場合、総合センター周辺の保育園の前の⼤きな
空地、体育館周辺のすべての駐車場を使ってもいっぱいになってしまう。もしダ
イナムになった場合、先ほどの説明では可能であれば向こうまでできるという
ことだったが、規模的に言って、グラウンドや総合センターの駐車場に対して、
今の 100 何台という予定であったが、規模はどうなるか。それと同等か、それよ
り少ないのか。 

事務局  ⻘葉保育園前の駐車場で言えば 120 台ほどである。空地を含めても 200 台を超
えない状況である。今回の候補地、特にダイナム周辺では、広げれば優に 300 台
を超える駐車場が確保できる。 

委員   体育館周辺を全て合わせた規模ではどうか。 
事務局  体育館周辺であれば 500 台を超える。駐車場の充実度で言えば体育館周辺のほ

うがよい。 
委員   なので、もしダイナム周辺になるのであれば、可能あれば、最初に十分用地を取

っておけば後々いいと思う。国道近くなので、イベントのときに渋滞や事故のリ
スクがある。それらを考えた時に、余裕を持った計画をしていかないと、将来宅
地が増えて人口が増えていく可能性もあり、想定より一回り⼤きい規模の駐車
場を考えた方がいい。 

柴⽥委員⻑ セブンイレブンのほうとダイナムのほうと、現在の取得できる予定の敷地だ
と、セブンイレブンのほうが少し⼤きかった。確定していないが交渉の可能性が
ある土地も含めた場合、どちらが⼤きいか。 

事務局  セブンのほうは今確保しているところは 160 台ほど。一部交渉ができておらず、
そこが 2 反程度あるのでそこを合わせれば 220 台ほどがセブンの裏になる。ダ
イナムについては現状の想定は 130 台となっているが、住宅の所まで確保でき
た場合約 7 反 5 畝あるので、+250 台で 380 台程度は確保できる。 

委員   今メリットの話をしているが、デメリットやリスクの話を聞きたい。セブンイレ
ブンの裏の土地について発言される方があまりいないが、この土地のリスクや
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デメリットが思いつく方はいるか。 
委員   なぜ最初に説明を省いたかといえば、国道から近すぎるためである。イベントを

行った際に絶対に渋滞して、事故のリスクがダイナムよりさらに⼤きくなる。ダ
イナム周辺は引き込みがあってしばらく行ってからの場所になる。また、先ほど
言った自然の景観についても、セブンが目の前にあるよりは何もないところの
方がよいと思う。 

事務局  事務局からお詫びと訂正がある。資料 3-2 について、先ほど国道沿いの地質につ
いて、国道周辺の方が良かったのではないかという話があったが、その印象をこ
ちらで与えてしまったことをお詫びする。資料の 2 頁目の地盤の状況について
今回出典を追加したが、候補 3 の所でいえば、近隣データでは N 値 30 を超える
層がないという 1 列目、こちらは造成地の地質調査、認定⻘葉保育園の新築工事
のときのデータということで、上の文言についてはこの 2 か所のことについて
触れている。しかし、その下の 「GL-15m 付近まで N 値 10 を超える層がなく特
に軟弱なエリアの可能性が高い」というところで、候補地 4 にも同じような文言
があるが、これは出典には載っていないが総合センターのデータから読み取れ
る内容を入れ込んでしまっている。元々エリアごとの地質に関する説明がこの 1
個前の資料であり、今回は付けていないが、国道エリアという全体であれば総合
センターが引っかかる部分はある。その名残で GL-15m〜の文言が残ってしま
っている。実際には今候補地となっている候補 3,4 については一列目だけでよか
ったということで訂正させていただく。 

柴⽥委員⻑ ホームセンターのデータ自体は段丘上ではなく下のデータということか。 
事務局  先ほど他委員からセブンイレブンのメリットデメリットという話があった。事

務局では、コンビニがすぐ近くにあり、夕方の時間になるとミネサキに曲がる車
で渋滞になる。ダイレックス前も渋滞を引き起こしているが、物産館前は 3 車線
で右折レーンがあるため若干混雑は抑えられるかと思う。志布志方向からミネ
サキに曲がる方向へは 2 車線なので、ローソン側からセブンイレブン側に曲が
る方向には渋滞は発生しにくいとは思うが、実際セブンイレブンから鹿屋方面
に右折するのも、時間帯によって、信号機の具合によっては曲がれない状況とな
る。イベント等をすると、交通渋滞の発生や、子どもたちの通常の道路横断など
も含めて、先ほど信号機の要望もあったが、コンビニのメリット点、交通関係の
デメリット点を事務局でも心配しているところである。 

委員   この会に臨むために私なりに寝れないくらい考えながらであったが、もう一つ
最後にお訊ねしたい。前回の検討委員会のときに複合施設基本構想 ・基本計画に
係る議会からの提言書が配布された。この資料や他の資料も確認しながら本日
の検討委員会に臨んでほしいという説明であった。この提言書について庁内検
討委員会の会議資料では事務局の説明があったとされているが、町の検討委員
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会にされたよりも詳細な説明をされたのかというのが一つと、提言書について
これまでの検討委員会の現状を議会側から求められたり、それらの説明 ・報告を
したりしたことがあるのかという 2 点をお聞きしたい。 

事務局  基本構想 ・基本計画に係る議会からの提言書について、それまでは色々と説明の
ために議会と質疑を重ねていたが、提言書を頂く少し前からは、議会の方からの
質疑の要請があまりなかった。ある程度の説明はこちらもし尽くしたと思って
いる。議会は議会なりに研修、意見聴取を行ってこの提言書をまとめたという流
れである。 
1 点目の質問について再度確認したい。 

委員   庁内検討委員会の会議資料の中に事務局から説明があったという記載があった
が、より詳細な説明をされたのか。 

事務局  議会からの提言の内容を庁内委員会で読み上げた。足したり引いたりすること
はできないので、ありのままの状態を読み上げて、提言の内容を伝えた。 

柴⽥委員⻑ そろそろ時間も押してきたが、もしまだ意見があれば。 
（挙手なし） 
柴⽥委員⻑ では決議をしたいと思う。国道周辺のセブンイレブンかダイナム周辺かとい

うのは似たような状況で、国道を超えるかどうかが気になる。対してそこか体育
館かは液状化の問題がありどちらかになるということで、まず体育館周辺か国
道周辺かを決める。体育館周辺であればそれで決定となり、国道周辺となればダ
イナム周辺かセブンイレブン周辺かで決定する、という方法を考えていた。 
しかし、ここまでの意見ではダイナム周辺が多かったので、ダイナム周辺でよい
かで決定できれば 1 回で済む。異論があれば当初の方法でやりたいと思うがど
うか。 

（異論なし） 
柴⽥委員⻑ ダイナム周辺で良いかどうかを挙手で確認したい。 
（16 人中 13 名が挙手） 
柴⽥委員⻑ 検討委員会の過半数の挙手を確認した。庁内委員会もダイナム周辺であった

ので、ダイナム周辺の敷地を第 1 候補としたい。 
 
（４）その他 
議会事務局 ランドブレインに確認だが、今基本構想 ・基本計画を計画するにあたって、住

⺠アンケート、職員アンケートをとっている。その中で出ていた自由意見、記述
内容について全て書き込んだものを公表されているが、その後御社で情報の分
析など、例えば今回ワークショップがあったことによって、ワークショップ参加
者の意見はまとめとして出てきたが、アンケートの回答についてまとめた資料
を提供する予定はあるか。 
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また、それによって、今後この複合施設に求められているホールの⼤きさ、部屋
の数、会議室云々に非常に重要になってくると思うが、そういったことは次回の
会議等に提出されるか。 

事務局  自由記述の取扱いについては、もちろん基本構想 ・基本計画の内容に反映する、
というよりそれらを踏まえたものを作るべきという認識。資料として特別に何
か分析をして提示をする予定はなかった。皆様一人一人が資料を見て意見をま
とめ、その視点から意見を頂く形になると認識していた。資料という形での提供
は考えていなかったが、基本構想 ・基本計画に関わる部分をどうまとめるかはあ
るが、提示資料が出来れば改めて提示したい。 

議会事務局 今後の施設の規模にも影響があると思う。どういう機能性があった方がいい
というときに、他の自治体がまとめている基本計画や基本構想を見ると、例えば
ホールはこういう設備があったほうがいい、会議室は何人規模のものが欲しい
など、実際の規模としての⼤きさを盛り込んでいっている。最終的に形として設
計まで出てくると思うので、具体的な内容に入っていく時に、検討委員会の中で
アンケートを拾い上げて一人一人意見を出し合おうとすると、時間も追い込ん
できているので難しいと思う。そこの部分の情報を整理したものを提供しても
らえれば、今後の会議がスムーズになると思ったので、確認させてもらった。 

事務局  今回の部分についてはイメージまでは行くが設計までは行わず、ある程度の積
算額の算出までということになる。また、7/21 に計画している第 2 回のワーク
ショップで実際のモノ・コトということで、施設に入れるものについて参加され
る町⺠の方の希望を聞きたい。本日優先順位として、ダイナム近くが候補地とし
て選定されたので、この場所に適合する施設の内容を、今から本格的に委員の皆
様に情報提供しながら、また集約化する施設の規模 ・面積等も踏まえ、先ほど高
齢者福祉センターの話もあったが、実際に入れる事務所、機能性も踏まえたうえ
で、関係課の庁舎内検討委員会にも、中身の協議をしたうえで基本構想 ・基本計
画となる。またご意見等頂ければと思う。 

委員   資料に第 2 回のワークショップのお知らせがあるが、日程が 7 月のはずが 6 月
になっているので訂正をお願いしたい。 
もう 1 点確認したい。今日ダイナム周辺に決定したが、決まったことはどの時点
で住⺠に周知されるのか。住宅地があるので、そこに住んでいる方が声を上げた
りする心配はないのか。住⺠説明会など今後の予定があれば教えてほしい。 

委員   関連して、今日ダイナムに決定したが、以前のアンケートでは体育館周辺を希望
する声が⼤きかった。町⺠の中にはどこに決まったのかと興味を持っている方
もいると思うので、なぜダイナム周辺になったかということがわかりやすいよ
うに、町報の中でもお知らせいただきたい。 

事務局  以前の住⺠説明会でも、もし場所が決まったらなぜそうなったのか町⺠に情報
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提供してほしい、という意見もあった。そこは広報誌、町の HP 等で説明し、住
⺠説明会でも説明していきたい。 

委員   興味があるようで、どこに決まったの、ということをよく聞かれる。 
事務局  候補地としてはダイナムに決まり、地権者の了解も得ているので、今後不動産鑑

定を入れて妥当な金額を算出し、その後地権者と交渉という形になる。そこまで
終わったときはじめて、そこで間違いないという形になる。地権者の最終的な了
承を取るという作業が出てくる。 

副町⻑  検討委員会の中では決まったという言い方になると思う。 
柴⽥委員⻑ 敷地候補地として決定したということになる。 

委員内の守秘義務の話として、町の方から公表するまでは黙っていた方がよい
のか、言ってよいのか。町で公表されれば話してもかまわないと思うが、候補地
の段階ではどうか。 

副町⻑  検討委員会としては決まった、ということは言ってよいかと思う。 
事務局  基本的には公開している場なので、たまたま今日はいらっしゃらないが、同席し

ていらっしゃれば当然話も広まるので、問題ない。 
副町⻑  最終的な決定は町⻑で、町⻑が委員にこの案件で協議をしてほしいとお願いし

ている形である。最終的には皆さんが町⻑に、委員会としてはこのように決めた
と提案することになる。最終的な決定は町⻑なので、ひょっとしたら、町⻑が場
所を変えるということも、ないとは思うがあり得る。 

議会事務局 7/21 のチラシには立地場所を計画すると書いてあるので、皆さんはここに建
つものだと思うのではないか。 

事務局  2 回目のワークショップについては候補地を踏まえた意見出しをしてもらう形
になるので、ダイナム周辺と決まったことを踏まえたうえで、そこにできるので
あればこんなものを入れたい、こんな機能が必要だ、こんなことをそこでしたい
という具体的な話をしていく形になる。7/21 に参加する方には、ここで決まっ
たという形で説明する。 
関連して、ワークショップのチラシは改めて配っているが、前回の参加者に比べ
て 2 回目はだいぶ少ない状況である。6/30 の回には中学生が 25 名ほど参加し
てくれて盛り上がったが、7/21 はちょうど⼤会などがあるようで、出られない
方が多い。改めて 21 日に参加者を募れないかと思っているので、身近な方など
にぜひご案内をお願いしたい。 

柴⽥委員⻑ 次回の日程を決定したい。私事で申し訳ないが、私が 9 月は海外出張が入っ
ているので、3,4 日は⼤丈夫だがその後はいない。戻ってくるのは 24 日以降の
予定になるので、早めで良ければ 3,4、それ以降なら 24 以降にしてもらいたい。 

（反対なし） 
柴⽥委員⻑ 3 日火曜日の同じく 1 時半からでよいか。 
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（反対なし） 
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東串良町複合施設建設庁内検討委員会 会議録 

【会議名】 
第７回東串良町複合施設建設庁内検討委員会記録 

【日 時】 
2024 年８月 15 日（木）13 時 30 分〜 

【会 場】 
 東串良町役場 防災庁舎 2 階 対策本部室 

【出席者】 
・⼤園委員⻑、委員（13 名中 11 名出席） 
・事務局（企画課３名） 
【会次第】 
１ 開会 
２ 委員⻑挨拶 
３ 協議・報告事項 
４ 閉会 
【協議・報告】 
（１）前回委員会のふりかえり 
（２）住⺠ワークショップについて 
（３）新たな複合施設に求める施設機能等について 
（４）その他 
 
【会議結果要旨】 
（１）前回委員会のふりかえり 
 第６回の会議結果要旨について、「国道周辺（ダイナム近く）に同意する挙手が過半数を
超えたため」という表現を 「国道周辺 （ダイナム近く）に同意する挙手が出席委員 16 名中
13 名であったため」に改める。 
 
（２）住⺠ワークショップについて 

２回開催された住⺠ワークショップの結果について事務局より説明。 
委員より意見なし。 

 
（３）新たな複合施設に求める施設機能等について 
①集約化対象施設について 

庁内検討委員会としては、総合センター、福祉センター、国家石油備蓄基地記念館 （事務
所）を集約化対象施設とし、池之原幼稚園、中央公⺠館、国家石油備蓄基地記念館 （倉庫）、

資料１−２ 
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中央分団の消防車庫及び会館、役場別館は集約化対象としない方針で意思統一が図られた。 
福祉センターの入浴施設については、新たな複合施設に機能として移転はせず、代替措置

案を検討していくべきとしたが、平成５年度の石油備蓄交付金活用施設であり、財産処分制
限期間に達しておらず、補助金返納ありきで解体して集約化対象施設とすることについては、
今後、国や県と慎重に協議・検討していくべきとした。 

また、福祉センター解体に伴い、包括支援センターは役場か保健センターへ移転、複合施
設への移転意向をもつ社会福祉協議会は事務所を複合施設へ移転、高齢者訪問給食事業用
調理場については複合施設には含めず、自前の調理場を持つ別業者へ事業委託するか、改善
センター調理室を改修するなどして対応するか検討していくべきとした。 

中央公⺠館内に事務所をもつシルバーや商工会からは複合施設への移転要望、意向があ
ったが、建物存続に伴い、シルバーはその性質を踏まえて現状維持とし、商工会については、
補助金や使用料などを考慮しつつ検討していくべきとした。 
②新設機能等について 
 参考資料を用いて、事務局案を提示。 
③諸室リスト案 
 ①と②を踏まえて、諸室リストの事務局案を提示。住⺠ワークショップや住⺠アンケート、
議会からの提言書にある施設機能等に関する意見を踏まえて委員より意見をいただいた。 
【多目的ホール】 
・４〜５人が座れるベンチタイプの椅子はどうか。また、５席に１通路あるようなつくりは
どうか。 
・ベンチタイプの場合、肘掛けをつけないと座席指定ができなくなる。座席数 400 につい
ては、有効活用するのであれば必要な席数と考える。 
・ホールを避難スペースと捉えることで、防災関連の補助を活用可能か確認すべき。 
【楽屋・練習室】 
・スタジオＡ ・Ｂ ・Ｃとするなどして、楽屋やリハーサルとしての機能に限定せず、日常使
いできるようなものを想定すべき。 
【その他】 
・テラスなど外空間の活用も想定してほしい。 
・汚れを気にせず使えるような部屋もほしい（アトリエ・工作室のような） 
・倉庫などを半地下につくるのは可能か。 
・屋根付き展望台やテラスなどの屋上等の活用や倉庫などの半地下、壁内への展示ブース部
分など、どこまで延床面積に含まれるのか確認すべき。 
・諸室リストでイメージするのは難しいので、簡略図面など用いて、より詳細に協議してい
きたい。このため、１階建てと２階建てのどちらがよいかについても図面をみて検討したい。 
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（４）その他 
 事務局より、基本構想 ・基本計画策定の期間を令和６年 12 月末から令和７年３月末まで
に延⻑する予定であると口頭説明。今後、変更契約を締結し、金額変更はなく期間のみの変
更を行う予定。令和６年９月３日開催の建設検討委員会において、スケジュール変更等の説
明を行うこととした。 



第１回 ワークショップの流れ 

第２回 ワークショップのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町では、新たな複合施設の建設に向けて、住民のみなさんとまちの

未来を語り合うワークショップを開催しています。第 1 回は、町の

小・中学生や鹿児島大学建築学科の学生も参加し、異年齢・異業種の

人が混ざり合い、総勢 57名でさまざまな意見やアイデアを語り合う

機会となりました。その概要についてご紹介いたします。 

第１回ワークショップを開催しました 

日時：6月 30日（日）14時～16時 

場所：東串良町総合センター 

第 1 回のワークショップでは、複合施設があるまちの未来を

イメージしながら、まちのこと、複合施設のことについて、以

下のプログラムで語り合いました。 

プログラム概要 

１ 新たな複合施設についての説明 

２ 【ワーク①】東串良町のこんなところが暮らしやすい！ 

３ 【ワーク②】複合施設のある町の姿をイメージしてみよう！ 

４ 【ワーク③】複合施設のキャッチフレーズをつくろう！ 

５ みんなで発表・まとめ 

ワークショップは、全 2回で開催します。 

2024.07発行 

    
Vol.1 

第 2回ワークショップ 

複合施設にある「モノ」 「コト」を語り合いましょう 

日時：7月 21日（日）14時～16時 

場所：東串良町総合センター 

新たな複合施設の立地候補の場所の現地見学会 

集合日時：7月 21日（日）12時 50分（現地へ移動） 

集合場所：東串良町総合センター 

●東串良町在住の方 

●東串良町に勤務されている方 

●東串良町が好きな方 

 

 

第 2回の参加者を引き続き募集しています 

電話または申し込みフォームからお申込みください 

TEL. 0994-63-3122 東串良町企画課 

↑↑↑ 
お申し込みフォーム

はこちら 

本紙面に関するお問い合わせ先: 東串良町 企画課 TEL. 0994-63-3122 

ワークショップをささえている『柴田研究室』・・・学生の目線が新たなヒントに！ 

今回のワークショップには、鹿児島大学の柴田晃宏教

授率いる工学部建築学科および理工学研究科の学生 14名

が参加し、運営をサポートしてくれています。 

ワークショップ開催にむけて、6 月 8 日～9 日に 1 泊 2

日で事前研修会も行いました。1日目は、町内のまち歩き

をしたり、施設見学をしたり、夜はおいしい東串良の食材

をおなかいっぱい堪能しました。2日目は、模擬ワークシ

ョップを開催し、イメージを膨らませました。 

東串良のまち、自然、食、そしてひとの魅力を存分に味

わい、からだで体験してこのワークショップに参加して

います。 

表紙に掲載している写真の模型は、柴田研究室がこの

日のために制作したものです。東串良町の地形（高低差）

と位置関係がわかる、この模型があることで、町のことが

イメージしやすくなりました。 鹿児島大学建築学科柴田研究室のみなさん 

まちの暮らしやすいところ、好きなところを教えてください！ 

ワークショップのはじめに、参加者のみなさんに東串良町の「こんなところが暮らしやすい」「こんなところが好き」を聞きました。 

【自然】山・海・緑・星がきれい ・景色（風景）・環境がいい 
【 食 】うなぎ・肉・野菜・新鮮 ・苦手なものも克服できるおいしさ 
【ひと】顔見知りが多そう    ・おもてなしの精神 

【自然】 
・柏原海岸の砂と海  ・緑が多い 
・空気がうまい    ・静かで落ち着く 
・自然の景色     ・ルーピンがきれい 
・有明海から海原が見えて気が晴れ晴れする 
【食】 
・肉や野菜が豊富   ・魚・米がおいしい 
・ピーマンがおいしい ・野菜に困らない 
・食がおいしい    ・地産地消 
【ひと】 
・元気がある     ・人が少ない 
・町民の関りが多い  ・接しやすい 
・町が小さくまとまっていて、みんなが友だちみたい 
・周りの人たちと仲良く、優しい人が多い 

【子育て】 
・待機児童ゼロ    ・子どもにとって優しいまち 
・子どもが気軽に行けるところがある 
 （子ども図書館・子ども食堂） 
・漢検、英検の受験料を補助してくれる 
【利便性】 
・コンビニがある   
・国道沿いでの買い物がしやすい 
・商業施設が多い 
【地理】 
・大隅半島の真ん中でどちらに行くにも概ね便利 
・災害が少ない 
【その他・いろいろ】 
・祭りが多い     ・事故が少ない 
・猫がいっぱいいる  ・道路がきれい 

▲ 東串良町の模型 

大学生 

の声 
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安心して子どもが遊べて、自然を通して人と人が触れ合える施設 

【どんなまちに？】 
●自然 

・緑（田・畑）が多いまち 

・町特有の自然が保護される 

・自然を守ることを考えるまち 

・キャンプができる 

●ひと 

・気軽にあいさつできるまち 

・他の市町の人と交流のあるまち 

・元気に遊びまわれるまち 

●その他 

・イベントが多い町 

・全体的に栄えた町 

・町でしかできないようなことをするまち 

【どんな施設に？】 
●コンセプト 

・自然にあった施設 

・東串良のことを知ることができる施設 

・多世代交流ができる施設 

・スポーツ、文化が楽しめる施設 

・学校帰りに寄れる 

・健康のことを気軽に相談できる施設 

●機能 

・e スポーツカフェ 

・飲食店（パン・ラーメン） 

子どもがのびのびした、みんなが行きたい元気なまち 

【どんなまちに？】 
●ひと 

・多世代交流できるまち 

・あいさつができるまち 

・元気なまち 

・子どもたちが暮らしやすいまち 

●生活環境 

・安心・安全なまち 

・便利なまち 

●その他 

・写真を撮って楽しいまち 

・どこまで行っても暇じゃないまち 

・流行にのれるまち 

 

【どんな施設に？】 
●コンセプト 

・多世代で交流・活動・利用できる施設 

・親子や三世代でできる料理教室 

・いろんなイベントがある 

・町にいろんな人が来る 

・小さい子どもでも遊べる 

・災害に備えて安心な場所をつくる 

・町外からも人が来るような施設 

・困ったことを解決してくれる 

●機能 

・大きなホール 

・大きなプール 

・勉強ができる 

みんなが出会って笑顔になる施設 

【どんなまちに？】 
●自然 

・海がきれいなまち 

・豊かな自然が守られるまち 

●ひと 

・友だちと遊べる場所がたくさんある 

・世代交流ができるまち 

・子どもの声が響き渡るまち 

・元気なまち 

・隣近所声かけができ助け合えるまち 

・子育てがしやすい 

●生活環境 

・いつまでも住めるまち 

・たくさんの駄菓子屋 

・一生を町の中で暮らせるまち 

【どんな施設に？】 
●コンセプト 

・建築と自然の融合 

・高齢者が集える 

・出会い    ・みんなで作る 

・夏休みの自由研究ができる 

・多世代が交流できる広場 

・用事がなくても行きたくなる 

●機能 

・映画館    ・中庭 

・共有スペース ・フリースペース 

・開放的な空間 ・AI 機能 

・有名チェーン店 

（マクドナルド、タリーズなど） 
・人と交流できる飲食店 

・誰でもいける町の食材を使った食堂 

・ゲームができる 

・お笑い（喜劇）鑑賞 

きっかけはコミュニケーション！～みんなともだち計画～ 

初対面でも熱く盛り上がれるイベントができる町 

イベントをきっかけに顔見知りからお友だちに！ 

【どんなまちに？】 
●自然 

・ずっと自然が豊かなまち 

●ひと 

・町民みんなおともだち 

・コミュニケーションがとりやすいまち 

●産業 

・農業と触れ合う機会を増やす 

・中学校の農業体験 

・町内で働きたいと思える人が増えるまち 

●生活環境 

・いつでもどこでも行ける 

・交通の便が現在よりよくなる 

・国道沿いのバスの利便性 

・みんなが賑やかになる行事がたくさんあるまち 

・子どもが遊べる場所の増加 

●その他 

・自慢ができるまち 

【どんな施設に？】 
●コンセプト 

・顔見知りになる施設 

・人との関わりが多くなる施設 

・音楽会や文化祭で披露する場 

・学校行事を校内施設外で補完で

きる施設 

・夏祭り 

●機能 

・勉強したくなる施設 

・友だちと話せるスペース 

・コンサート・運動会 

会いたかった人も来てる場所 

スポーツを通して人が交流し、東串良の自然を見れる場所 

【どんなまちに？】 
●自然 

・緑が多いまち 

●ひと 

・若い人が転入してくるまち 

・障がい者という言葉がないまち 

・みんなが元気でいられるまち 

・よく出かけられるまち 

●その他 

・ペットに優しいまち 

・おいしいご飯が食べれてるまち 

・安心できるまち 

・子育てしやすい 

【どんな施設に？】 
●コンセプト 

・わくわくする場所 

・ちょっと立ち寄りたい 

・友だちと遊びやすい 

・行ったら友だちができる、増える 

・多くの人、知らない人と交流できる 

・町民みんなが集まれる 

・安心して過ごせる場所 

・ゆっくりくつろげる場所 

・子どもから高齢者まで過ごしやすい 

・「おっ！」と言われるような場所 

・誰でも気軽に利用できる 

●機能 

・勉強できる場所 

・トレーニング施設 

・開放的な玄関 

・防災 

POINT！ 

たくさんのひと・交流・機能 

開放感があり、大きな施設 

【どんなまちに？】 
●自然 

・松林を散歩できる 

・夏の柏原海岸で遊べる 

●ひと 

・長寿なまち 

・健康的なまち 

・美味しいものが口にできる 

・みんな仲がよい 

●産業 

・働く会社（IT 企業）が増える 

・野草を使ったお菓子の開発 

・独自のお菓子 

・柏原海岸にお店をつくる 

【どんな施設に？】 
●コンセプト 

・野菜をたくさん食べられる施設 

・東串良の食が楽しめる 

・自然を見ながらご飯を食べる 

・友だちが集まる、作れる 

・外部からも人が集まる 

・景色を見れる場所 

・松林を散歩できる 

・ルーピン畑がある 

・自然と遊べる施設 

・町民が集まれる 

・にぎわい 

●機能 

・娯楽施設 

・屋内スポーツ施設、スポーツ広場 

・勉強・スポーツが集まってできる 

・野草茶などが飲める 

・郷土料理が作れる 

・買い物できて、遊べる場所 

・PC 等を学べる場所 

 
●生活環境 

・歩きやすい 

・自転車でかけめぐる 

・釣りができる 

・スポーツが盛ん 

・交通の便がよい 

・車がなくても移動しやすい 

・猫と共存 

・仕事に打ち込んで元気になる 

●その他 

・何かに特化したまち 

POINT！ 

スポーツ×趣味・遊び・学び 

友だちをつくれる施設 

 
●生活環境 

・岩弘に店がほしい 

・欲しいものがすぐに買える 

・映画館があるまち 

・子育てしやすいまち 

・道路の整備が進んでいる 

・事故ゼロのまち 

・スポーツショップがほしい 

・おいしいものがたくさん食べられる 

・住民みんなが安心して暮らせるまち 

・店が少ない地域でも買い物がしやすいまち 

POINT！ 自然を活かしたイベント 

人と人が触れ合い遊べる、多世代交流できる施設 

POINT！ 常に使われる施設 

POINT！ 

多様な生活環境で過ごす

人たちが集える施設 

動いて、食べて、叫んで、みんなで輪になろう！ 

POINT！ 

みんなと話ができる施設 

【どんなまちに？】 
●ひと 

・子どもが増えて活気があるまち 

●生活環境 

・誰でも移動できる交通手段 

・友だちだけで行ける買い物場所 

・ゲームセンターが近くにある 

●その他 

・大人になって帰りたくなるまち 

・スポーツが強みになるまち 

 

 

 

【どんな施設に？】 
●コンセプト 

・町外の人も来たくなるような施設 

・インスタ映え 

・観光スポットになる施設 

・誰でも集まりわいわい話ができる 

・子どもから大人まで触れ合える場所 

・男女関係なくかかわれる施設 

・騒いでも怒られない場所 

・デジタルではなくアナログのつながり 

・専門的なことを学べる場所 

・一人ひとりが足りないところを補える施設 

・自然を堪能できる施設 

・ホッとする場所 

・人と人を結ぶ（つなぐ） 

・近所みたいな 

・明日も行きたい 

・食ではじまる交流 
●機能 

・スポーツセンター・屋根付きの運動場    ・農業体験 

・勉強できる場所 ・水辺の近くで遊べる場所 ・喫茶店 

POINT！ 

観光客・他地域との交流の場 

印象に残るまちのシンボル 

今回は、「未来の東串良町がどんなまちになったらいいか」「そんなまちで暮らす中で

どのような複合施設があったらいいか」をテーマにワークショップを行いました。 

参加者は、7つのグループに分かれて思いを語り、自由にアイデアを出し合いました。

また、その中から思いを表現できる言葉をピックアップして施設のキャッチフレーズを

考えました。限られた時間の中でしたが、たくさんのアイデアが出て、活用イメージを

含めた施設のイメージを表現できました。 



第 2回 ワークショップの流れ 

新たな複合施設の立地候補場所の現地見学をしました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町では、新たな複合施設の建設に向けて、住民のみなさんとまちの

未来を語り合うワークショップを開催しています。第 2 回も、町の

小・中学生や鹿児島大学建築学科の学生が参加し、異年齢・異業種の

人が混ざり合い、総勢 36名の方にご参加いただきました。その概要

についてご紹介いたします。 

第 2回ワークショップを開催しました 

日時：7月 21日（日）14時～16時 

場所：東串良町総合センター 

第 2 回のワークショップでは、複合施設の立地候補

場所及びその周辺をイメージしながら、複合施設でや

りたいコト、それをやるにはどんなモノ（機能等）があ

ったらよいかを以下のプログラムで語り合いました。

実際に自分たちが利用するイメージが膨らみます。 

プログラム概要 

１ 複合施設の立地候補場所について 

２ 【ワーク①】 

新たな複合施設の立地候補場所周辺の印象 

３ 【ワーク②】 

複合施設でやりたいコトを出し合いましょう 

４ 【ワーク③】 

複合施設に必要なモノ（機能等）のアイデアを

出し合いましょう 

５ みんなで発表・まとめ 

全 2回のワークショップが終了しました。 
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新たな複合施設の立地候補場所及びその周辺の印象 

ワークショップのはじめに、新たな複合施設の立地候補場所及びその周辺の率直な印象を参加者にうかがいました。 

【景観】 

・見晴らしがいい 

・自然が豊か 

・日当たりがよく、晴れた日は明るい場所 

・広々として緑がたくさんあり遠くの景色がキレイ 

・周辺の農作物で季節が感じられる 

 

【立地】 

・住宅地が多い 

・パチンコ店、製材所が近くに見える 

・立地条件としては免責的に問題がない 

・畑と商業施設に囲まれた場所 

・住宅地の近くなのでみんなが使えてよい 

・周辺が田んぼなので近所迷惑にならない 

・国道と近く、わかりやすい 

・全体を見回したときに、近くに大きな障害物が 

 なかったので、その土地を活かせる 

・商業施設、集合住宅の増加など人口密度を考えて立地もよい 

 

【利便性】 

・交通のアクセスが良い 

・国道が近く利便性が高い 

・若者から高齢者まで集まりやすい 

・買い物に便利 

・商業施設が近い 

・場所が分かりやすくて生きやすい 

 

【整備】 

・防災上の安全性を感じた 

・他の施設の集約ができるとよい 

・道路整備が必要 

＼  ワークショップを楽しもう～ ／ 

町では、新たな複合施設の建設に向けて、まちの未来を語り合うワ

ークショップを 2回開催しました。このワークショップでは、参加者

がまちの未来のこと、そこに自分自身がどのようにかかわることがで

きるかをイメージし、アイデアを出し合いました。 

ワークショップでは、リラックスした雰囲気づくりと、わくわくす

るような場づくり、そして、ほっと一息の時間づくりのため、カフェ

スペースをつくり、いろいろな飲み物とお茶請けを用意しました。 

第 1 回目は、柏原地区の銘菓のスイートポテト、そして第 2 回目

は、つけあげときゅうりのお漬物でした。どちらも東串良町のお店の

手づくりで、参加者全員でおいしくいただきました。 

ワークショップ開催の 1 時間前に総合センターに集合し、立

地候補場所を参加者（希望者）で見学に行きました。 

猛暑で、ちょうど気温が上がる時間帯でしたが、きれいな青空

と目の前に広がる風景をみながら、この場所に施設が建った場

合に、どんな大きさ、配置になるだろうか、車や自転車、徒歩で

のアプローチがどうなるだろうかと、この場所で自分たちがど

んな活動ができるかなど、イメージを膨らませました。 

第１回目の様子は、ワークショップニュース vol.1 でお

伝えしていますので、こちらもぜひご覧にください。 

【第 1 回】日時：6 月 30 日（日）14 時～16 時 

場所：東串良町総合センター 

本紙面に関するお問い合わせ先: 東串良町 企画課 TEL. 0994-63-3122 お茶請けは揚げたてのつけあげと冷たいきゅうり 

下の写真にある付箋ひとつひとつが参加者の方から

いただいた大切なアイデアです。 
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＼  複合施設でやりたいコト、必要なモノ（機能等）のアイデアを出し合い、そんな施設ができたら「私がやれる・やりたいこと」を一人ひとり宣言しました  ／ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非日常 

日 常 

ひ
と
り
で
利
用 

み
ん
な
で
利
用 ・ゆっくり、時間を気にせず読書がしたい 

・調べものをしたい 

・勉強したい 

・幅広い年代が勉強できる 

・黙々と作業したい 

・パソコンをしたい 

◎図書館 

・読書用の椅子 

・Wi-Fiが使える 

◎フリースペース 

◎学習スペース 

・パソコン 

◎木工室 

◎完全個室 

◎防音室 

◎コンサートホール 

◎広い空間 

◎多目的広場 

◎体育館・スポーツ施設 

・バスケットコート 

◎トレーニングジム 

◎プール 

◎空手道場 

・本物と出会いたい（コンサートや展覧会など） 

・季節ごとのイベント 

・交流の場 

・パブリックビューイング 

・ゆっくりコーヒーが飲みたい 

・景色をみながらコーヒーが飲みたい 

・車の移動中に気軽に寄りたい 

・ちょっとした時間つぶしに寄りたい 

・犬や猫と触れ合いたい 

・待ち合わせ場所に使いたい 

◎小さな屋内農園 

◎ヘリポート 

◎展望台 

◎観光拠点 

◎宿泊施設 

・友人との語らいの場 

・子どもと休日を過ごす 

・子どもを安全に遊ばせたい 

・親子教室へ参加したい 

・料理教室へ参加したい 

・話をしながら勉強する 

・ボードゲームやテーブルゲームをする 

◎飲食店 

◎飲食できるスペース 

◎キッチンスペース 

（調理室） 

◎子どもたちが遊べる空間 

◎屋内で遊べる場 

・みんなで食べる大きな机 

◎屋台村 

◎スタジオ 

・ピアノ 

・農業したい 

草刈り・手入れ 

・テレビ 

・マッサージ機 

・屋上にふかふかベット 

・運動、トレーニング、カラダを動かしたい 

・空手をしたい 

・ヨガをしたい 

・マイナーなスポーツをする 

・学校行事をする 

・地域行事をする 

・地域を盛り上げるイベント 

・レンタル利用する 

・ビリヤードをする 

［その他、必要な機能等］ 

・利用者の送迎       ・授乳室 

・バリアフリー       ・音楽 

・時計台          ・屋外の電気、水道 

・荷物置き場（冷蔵ロッカー）・掲示板 

動物のえさやり 

イベントへの参加 

利用する 

◎カフェ・コーヒーショップ 

◎ガーデンテラス 

◎ドリンクバー 

◎中庭 

◎温浴施設 

◎サウナ 

◎整体 

◎病院・サロン 

一日中過ごす 

SNSで発信 

・非日常を体験する 

・ヘリコプターに乗りたい 

・休憩したい 

・ゆっくりくつろぐ 

・からだを休められる 

・日向ぼっこしながらお昼寝 

・音楽を聴く 

・休日のひとときを過ごす 

・おいしいものが食べたい 

・ご飯を食べたい 

・みんなで食事がしたい 

・バーベキューがしたい 

・ビアガーデンでビールが飲みたい 

勉強する 

自然の中で交流 

技術を伝える 

・自分で作ったものが販売できる 

・特技を披露する 

・ゆっくり話がしたい 

・気軽に集まる 

家と職場のあいだ 

交流 

・温泉施設があり高齢者が集う 

本の読み聞かせ 

キッチンカーで 

料理をふるまう 

趣味・特技を発表 

写真を撮りたい 

・ここでしかできない体験 

・ここならではのものが人を

呼ぶきっかけに！ 

・商業施設との連携！ 

・買い物する前も後も滞在で

きるしかけになる 

・利用者にうれしいサービス 
図の説明：円の外に書いてあるものは、複合施設でやりたいコト、円の中に書いてあるものは、必要なモノ（機能等）です。 
     オレンジ色の文字は参加者の複数人からあがった意見・アイデアです。 

また、黄で囲んであるものは、参加者一人ひとりの「施設ができたら、私がやれる・やりたいこと」です。 

◎キャンプ場 

◎映画館 

（巨大スクリーン） 

◎植物園 

◎動物園 

・映画をみたい 

・ストリートピアノを弾きたい 



包括支援センター

高齢者訪問給食事業用調理場

福祉関係車両、マイクロバス用の車庫 集約化（マイクロバス１台分の車庫必須）

集約化（複合化）の対象施設について
集約化対象施設の検討

建物
解体

社会福祉協議会
①他の公共施設へor②複合施設へ
⇒②複合施設へ（事務所のみ）

高齢者福祉セン
ター
（RC造）
（1975.3建設）

771.72

①他の公共施設へor②複合施設へ
⇒①他の公共施設へ（役場or保健ｾﾝﾀｰ）

総合センター（合計面積：2,100.66㎡） 供用開始後、５年以内にすべて解体（集約化〇）

総合センター
（RC造）
（1982.８建設）

2100.66
建物
解体

事務室、会議室、調理室、
ホール、図書室 ほか

必要な機能を複合施設へ

①事業を別業者へ委託or②他の公共施設で対応
or③複合施設へ
⇒①事業を別業者へ委託
or②他の公共施設で対応（改善ｾﾝﾀｰ調理室・要改修）

①複合施設へor②代替措置案検討
⇒②代替措置案検討

集約化福祉関係倉庫（老人クラブ使用）

高齢者福祉センター（合計面積：1,092.81㎡） 供用開始後、５年以内にすべて解体（集約化〇）

高齢者福祉セン
ター（風呂場）
（RC造）
（1994.3建設）

218.55
建物
解体

高齢者福祉セン
ター（倉庫）
（木造）
（2003.4建設）

42
建物
解体

高齢者福祉セン
ター（車庫２
棟）
（S造）
（2002.4建設）

60.54
建物
解体

※石油備蓄交付金活用施設。耐用年数に達しておらず補
助金返納ありきで解体し、集約化するか要検討。

入浴施設

資料３−１



①現状維持（既存施設を活用）（集約化×）

②解体（集約化〇）

①既存施設を他の目的に活用（集約化×）

②解体（集約化〇）

シルバー人材センター

商工会

加工センター

シルバー人材センター

商工会

加工センター

建物
存続

現状維持（集約化×）

建物
解体

事務所機能（集約化〇）

建物
存続

現状維持（集約化×）

建物
解体

倉庫機能（集約化〇）

国家石油備蓄基
地記念館
（事務所）
（木造）
（1985.3建設）

幼稚園
存続

幼稚園
廃止

中央公⺠館
（RC造）
（1962.3建設）

①他の目的に活用（集約化×）

池之原幼稚園
（S造）
（1972.3建設）

292.4

②複合施設へ

①現状維持or②複合施設へ（いずれも集約化×）
⇒①現状維持

既存施設

①現状維持or②複合施設へ（いずれも集約化×）
⇒①現状維持

①現状維持or②複合施設へ（いずれも集約化×）
⇒要検討

277.41

437.92

建物
存続

数年以内に解体予定。集約化対象となるか確認。

その他施設

国家石油備蓄基
地記念館
（倉庫）
（S造）
（1985.3建設）

71.14

①他の公共施設で対応（保健センターや農村環境セン
ター）or②複合施設で対応（いずれも集約化〇）

建物
解体

①他の公共施設へor②複合施設へ（いずれも集約化〇）

①他の公共施設へor②複合施設へ（いずれも集約化〇）



建物
存続

現状維持（集約化×）

建物
解体

複合施設へ（集約化〇）

建物
存続

現状維持（集約化×）

建物
解体

複合施設へ（集約化〇）

建物
存続

現状維持（集約化×）

林田土地改良区

車庫・倉庫機能

役場別館
（RC造）
（1979.3建設）

248.96

建物
解体

①他の公共施設へor②複合施設へ（いずれも集約化〇）

①他の公共施設へor②複合施設へ（いずれも集約化〇）

消防車庫
（中央）
（S造）
（2003.3建設）

消防車庫
及び会館
（中央）
（RC造）
（1997.3建設）

169.5

56.65
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Ⅳ 複合施設建設の方向性 

１．複合施設建設のコンセプト              

新たな複合施設は、本町の未来を見据えて、まちづくりの中心を担うような、
多様な役割が期待されます。イベントなどの非日常時に加え、日常からあらゆる
世代の人々に利用され、 「東串良に住んでよかった」「東串良に住んでみたい」と
感じることのできる場所になることをめざし、以下のコンセプトを掲げます。 

 

守る・集う・活動する！使い続けよう、みんなの拠点施設 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

守る 

新たな複合施設は、本町の中で災害時のリスクが小さく、加えて災害時に復旧
等の軸となる国道 220 号から近接しているという立地特性を活かし、災害に備
える拠点になることを目指します。 

また、住民の子育てに係る困りごとの相談対応など、住民の生活を守る役割を
担うことを目指します。 

 

集う 

新たな複合施設は、にぎわいが生まれる場所として、人と人が出会い、触れ合
うことができるような空間・機会を生み出していくことを目指します。 

また、住民が気軽に立ち寄りたくなるような、くつろぎの場になり、住民の暮
らしを豊かにしていくことを目指します。 

 

守る 

集う 活動する 

使い続ける 

482us10163
テキスト ボックス
資料３－２
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活動する 

グループによる住民活動、発表などの行事に加え、個人が学ぶ、身体を動かす、
場所を選ばない柔軟な働き方をするなど、多様な活動で気軽に利用できるような
空間・機会を生み出すことを目指します。 

 

使い続ける 

新たな複合施設が、長期的にまちづくりの拠点となり、社会情勢やニーズの変
化にも柔軟に対応して使い続けることのできる施設になることを目指します。 

また、住民に心地よく利用され続けるよう、利便性が高く親しみやすい、運営
に配慮した施設として、使いながら発展していくことを目指します。 

 
 
新たな複合施設はどのような場所になったらよい？ 

住民アンケートにおいて、新たな複合施設がどのような場所になったらよい
か、という設問に対し、 「災害時の拠点・避難所となる場所」が 58.8％で最も多
く、次いで、「多くの人が集まり、賑わいが生まれる場所（47.7％）」「人々の暮
らしを便利にし、豊かにする場所（42.8％）」「イベントなどの活動に参加できる
場所（42.6％）」となっています。 

  

新たな複合施設がどのような場所になったらよいか（住民アンケート） 
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２．複合施設建設の基本的な考え方            

新たな複合施設に係る基本的な考え方として、以下の８つを基本方針として掲
げます。 

 

守る 

基本方針１ 地域の安全・安心を支える災害対策の拠点 
○新たな複合施設は洪水等の水害発生時において、浸水等の危険性は低いとされ

ていることから、本町における災害対策の拠点のひとつとして機能させること
を検討します。 

○また、大規模地震を含む多様な災害発生時において、国道沿線はインフラの復
旧等が進みやすいと考えられ、災害対応の拠点となることが期待されますが、
一定期間は自立して継続可能となるような設備の設置を検討します。 

 
基本方針２ 住民生活を支える新たな拠点 

○子育て支援をはじめとする福祉分野や、住民の利便性向上に資する行政サービ
スとの連携を充実させることで、“ついで利用”を含め、住民生活を支える機能
を持たせることについて検討します。 
 

集う 

基本方針３ あらゆる世代の町民が集う、まちのにぎわいの拠点 
○新たな複合施設では、イベント ・行事等におけるにぎわいに加えて、日常にお

いても、町民のニーズに応えて、施設内で町民が交流する・くつろぐ ・飲食す
る、子どもが遊ぶなど、多様な過ごし方によりにぎわいを生むことを検討しま
す。 

○ホールに加えて汎用性の高いスペースを設けるとともに、環境を整えるなど、
幅広いニーズに応えて利用しやすくすることで、多様な住民活動で利用される
ことが期待されます。 

○建物のみに限らず、周囲の屋外スペースを含めて一体的に利用ができるような
空間の使い方について検討します。 

 
基本方針４ 産業とともに発展する拠点 

○国道 220 号や東串良町物産館ルピノンの館にも近い立地特性を活かし、近隣
の商業・飲食機能等と連動して人が集うような運営を目指します。 
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活動する 

基本方針５ 多様な活動に対応できる拠点 
○学ぶ ・調べる ・発信するなど、幅広い使い方のニーズに対応できるよう、可変

性の高い空間の使い方について検討します。 
○現代におけるライフスタイルの変化に対応し、リモートワークなど多様な働き

方にも対応できるような基盤の整備を検討します。 
 

使い続ける 

基本方針６ あらゆる人にやさしい、利便性の高い拠点 
○国道 220 号や東串良町物産館ルピノンの館に近い立地特性を活かし、国道 220

号沿線の商業施設で買い物をする自家用車の利用者をはじめ、バス・自転車の
利用者など、幅広い年齢層の住民がアクセスし、利用することが期待されます。 

○町内のあらゆる地域の住民がアクセスしやすくなるよう、交通利便性の充実に
ついて検討します。 

○年齢や障がいなどに関わらず、あらゆる住民が快適に利用できるよう、ユニバ
ーサルデザインに対応した安全に使いやすい施設を目指します。 

○案内やサインは、設置位置、色、サイズなどに配慮し、あらゆる人に分かりや
すいものを目指します。 

 
基本方針７ 住民の誇りとなる、発展する拠点 

○本町は自然豊かなまちであり、立地候補地においても農地に囲まれ、遠方には
山並みの景観を望むことができます。これらの自然の特性を感じることができ
るような拠点を目指します。 

○新たな複合施設は建物が完成して終わりではなく、住民に親しまれて使われ続
ける施設となり、住民の誇りとなるような施設に発展していくため、施設の整
備に限らず、完成後の運営についても検討を行います。 
 

基本方針８ 経済的な効率性に配慮した拠点 
○人口減少、少子高齢化等により、今後、行財政は厳しい状況になることが懸念

され、整備費用の抑制が求められる一方で、住民にとって利用しやすい施設と
なるよう、汎用性の高いスペースを多用途で使いこなす工夫や、コンパクトな
規模の施設にするための検討を行います。 

○新たな複合施設の維持管理・運営にあたっては、高熱水費をはじめとするラン
ニングコストが発生するため、これらの低減を見据えた施設を目指します。  



１．複合施設の施設計画                

（１）複合施設の機能 

基本構想で行った住民アンケートやワークショップから複合施設に求められる機能
のキーワードを抽出し、新複合施設に導入する機能を下記に示します。 

 

機能 想定する諸室 

守る 避難 ホール、会議室、屋外広場など 

 備蓄 倉庫など 

 支援 子育て支援、相談など 

   

集う 賑わい ホール、図書・カフェ、展示など 

 交流 
子育て支援、コワーキング、ホール、スタジオ、 

屋外テラスなど 

 くつろぐ 図書・カフェ、屋外広場、屋外テラスなど 

   

活動する 学ぶ、調べる 
図書・カフェ、コワーキング、会議室、スタジオ、

キッチン、練習室など 

 発信する ホール、展示、スタジオなど 

 働く コワーキング、会議室、図書・カフェなど 

   

※各機能として使われる諸室を制限するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諸室リスト（2024.9.3時点） 資料３−３
仮想定 参考

総合センター 延床 2100.66㎡ 新複合施設　既存移転機能 平群町 三宅町交流センター

総合センター概要 階数 室名 面積 収容人員 室名 面積(㎡) 備考 室名 面積(㎡) 収容人数 室名 面積(㎡) 収容人数

住所 東串良町池之原995-1 事務室 61.62㎡ 多目的ホール 500.00㎡ 可動400席 ホール 380.00㎡ 370席 フリースペース 116.70㎡

竣工 昭和57年8月31日 管理人室 10.48㎡ 舞台 200.00㎡ 舞台 160.00㎡ ホール 198.64㎡

延床面積 2100.66㎡ 談話室 196.83㎡ 調整室 25.00㎡ 調整室 20.00㎡

喫茶コーナー 14.72㎡ ホワイエ 100.00㎡ ホワイエ 100.00㎡

図書室 88.33㎡ 50 倉庫・ピアノ庫 60.00㎡ 倉庫・ピアノ庫 70.00㎡

調理室 71.59㎡ 30 楽屋2室 70.00㎡

乳児室 13.50㎡ 20 練習室 60.00㎡ 図書館 580.00㎡ 図書フロア 114.14㎡

図書 180.00㎡ 1万冊

和室 92.03㎡ 70 図書事務など 30.00㎡ 図書事務 45.00㎡ 自習スペース 73.60㎡

研修室 24.00㎡ 20 スタジオ1 60.00㎡ 図書倉庫 10.00㎡

団体研修室 58.65㎡ 30 スタジオ2 40.00㎡ グループ学習 40.00㎡

大ホール 424.47㎡ 700 和室 25.00㎡

舞台 153.75㎡

会議室1 20.00㎡ 10名程度 研修室1 80.00㎡ コミュニティルーム1 63.09㎡

小会議室 44.82㎡ 30 会議室2 35.00㎡ 18名程度 研修室2 70.00㎡ コミュニティルーム2 51.58㎡

中会議室 88.33㎡ 70 会議室3 50.00㎡ 24名程度 和室 35.00㎡ コミュニティルーム3 19.88㎡

視聴覚室 71.46㎡ 70 小会議室 25.00㎡

操作室 16.76㎡ 中会議室1 45.00㎡

工作室 21.01㎡ 20 中会議室2 50.00㎡ コワーキングカフェ 56.15㎡

調光室映写室 31.43㎡ 事務室1 30.00㎡ 中会議室3 70.00㎡ まちキッチン 55.27㎡

資料展示室 73.04㎡ 40 事務室2 25.00㎡ パントリー 12.20㎡

事務室3 25.00㎡ 事務室 25.00㎡ 食堂 12.62㎡

相談室 10.00㎡ 学童保育クラブ 203.57㎡

高齢者福祉センター概要 高齢者福祉センター 延床 990.27㎡ 小計 1805.00㎡ 子育て支援センター 98.50㎡

住所 東串良町池之原2157番地 階数 部門 室名 面積 備考 小計 1545.00㎡ 小計 1075.94㎡

竣工 昭和50年3月 1F 【共用】 集会室 214.72㎡

延床面積 990.27㎡ 〃 レクレーション室 113.64㎡ H11増築 延床面積 2556.1

〃 倉庫１ 9.81㎡ 新複合施設　新規導入機能 延床面積 1881.56

〃 倉庫２ 12.09㎡ H11増築 カフェ 100.00㎡ 約45席

〃 旧機能回復室 27.56㎡ コワーキングスペース 20.00㎡ 約10席

〃 ロビー・廊下・トイレ等 152.77㎡
子育て支援
（一次預かり、相談窓口）

70.00㎡

【社会福祉協議会】 事務室 27.08㎡ 遊具エリア 30.00㎡

〃 健康相談室 14.44㎡ シェアキッチン（料理教室） 45.00㎡

〃 調理室 73.99㎡ H7改修 展示スペース 5.00㎡

〃 食品庫 4.60㎡ H7改修 eスポーツ 20.00㎡ PC4台程度

〃 ボイラー室 14.44㎡

【地域包括支援センター】 事務室 84.93㎡ 防災備蓄倉庫 30.00㎡

〃 給湯室 7.22㎡ 小計 290.00㎡

〃 相談室 14.44㎡

【入浴施設関連】（218.55㎡） 渡り廊下 31.85㎡ H5増築

うち石油交付金活用面積（172.65㎡） 脱衣室１ 24.00㎡ H5増築

浴室１ 39.90㎡ H5増築

脱衣室２ 24.00㎡ H5増築

浴室２ 39.90㎡ H5増築

機械室 13.00㎡ H5増築

ボイラー室 9.80㎡ H15増築

休憩室 36.10㎡

高齢者福祉センター車庫 延床 60.54㎡

高齢者福祉センター倉庫 延床 42.00㎡

国家石油備蓄基地記念館事務所 延床 277.41㎡

削減目標面積

集約化施設面積合計 3470.88㎡ ⇒ 347.09㎡

新複合施設の目標面積

3123.79㎡

検討事項① 福祉センターの入浴施設部分を補助金返納ありきで解体し、集
約化するか。

検討事項② 集約化に伴う補助金活用を想定し、集約化対象施設の合計面積
に対し、１割削減した面積で新施設面積を調整。

1F

2F
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第１章 構想策定の目的等 

１．基本構想策定の目的と検討経緯            

複合施設建設基本構想 （以下、「本基本構想」と言う。）は、町⺠の利便性が高
く、安全で、効率的 ・効果的な複合施設のあり方について、町内の老朽化した公
共施設の課題の検証とともに、町⺠の声等を踏まえて、将来の東串良町 （以下、
「本町」と言う。）を見据えた基本的な方向性として示すために策定するもので
す。 

 

２．複合施設建設の検討の必要性について         

本町において、人口減少、高齢化の進行するなか、行財政は今後より一層厳し
い状況になることが見込まれ、行財政の効率化 ・公共施設の低コスト化が求めら
れています。特に公共施設については、70 棟の公共施設のうち 1970 年代初頭
から 1990 年代にかけて整備されたものが多く、約 4 割の 29 棟が 1981 年（昭
和 56 年）以前の旧耐震基準による設計のものであり、耐震改修や老朽化による
大規模改修、建替え等の更新が必要となるものが多くあり、その時期を一⻫に迎
える現状にあります。しかしながら、本町では、25 年先には人口が約 3 割減少
して高齢化率が 15 歳未満年少人口率の約 3 倍になるものと予想され、税収の減
少と社会保障関係経費の増加が見込まれることから、公共施設等の維持や更新
等に必要な財源の確保は、より一層困難なものとなってきます。 

また、かつて全国的に高度経済成⻑期や急激な人口増加と社会変化を受けて
公共施設の整備が進められてきましたが、現状 20 年後には約 9 割の 「ハコモノ」
と表現される公共施設が老朽化を迎えると想定されており、老朽化による改修 ・
建替えに至らず公共施設を閉鎖する自治体もあります。 

本町では、早急に公共施設の全体像を把握するため、平成 29 年に 「東串良町
公共施設等総合計画」を策定し、⻑期的な視点を持って、廃止 ・更新 ・統廃合 ・
⻑寿命化などを計画的に行い、財政負担を軽減 ・平準化、公共施設等の最適配置
の実現にむけて検討してきました。 

公共施設は災害時には、対策対応の拠点となる欠かせない施設です。加えて、
さまざまな公共施設を一つに集約する公共施設の複合化は、町⺠にとって便利
なだけでなく、人が集まることによる町の活性化も期待できます。 

以上の状況を踏まえ、人と人とがつながり、交流が生まれ、町に賑わいが生ま
れる、公共施設の複合化について検討を行うことが必要と考えます。 

  



2 

３．基本構想・基本計画策定における検討の流れ      

（１）検討体制の構築 

本町の複合施設建設については、令和 5 年度より検討が始まりました。 
令和 5 年度に複合施設建設検討委員会、ならびに複合施設建設庁内検討委員

会を設置しています。 
 

■検討の体制 

  

業務支援業者

複合施設建設に関する
調査特別委員会

・町⺠説明会
・町⺠アンケート
・ワークショップ

パブリックコメント

複合施設建設庁内検討委員会

事務局

情報提供 情報提供

意見意見

情報提供

諮問 答申

町議会

意見

情報提供

意見

意見募集

町 ⻑

複合施設建設検討委員会町 ⺠
参画
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■複合施設建設検討委員会、複合施設建設庁内検討委員会の実施概要 

年月 項目 

令和５年８月 第１回検討委員会（委員会の運営方針や概要・今後の進め方等） 

令和５年１０月 第１回庁内検討委員会 （構想 ・計画策定方針、アンケート内容等） 

令和５年１１月 第２回検討委員会（構想・計画策定方針、アンケート内容等） 

令和５年１１月 事例視察①（奈良県、兵庫県） 

令和５年１２月 世帯アンケート・町職員アンケートの実施 

令和５年１２月 第２回庁内検討委員会（既存施設劣化状況、アンケート内容等） 

令和６年１月 第３回検討委員会（既存施設劣化状況、アンケート速報報告等） 

令和６年２月 第３回庁内検討委員会（アンケート結果報告、立地場所等） 

令和６年３月 第４回検討委員会（アンケート結果報告、立地場所等） 

令和６年４月 第４回庁内検討委員会（立地場所の比較評価、優先順位） 

令和６年４月 第５回検討委員会（立地場所の比較評価、優先順位） 

令和６年５月 事例視察②（鹿児島県内） 

令和６年６月 第６回検討委員会（立地場所の比較評価、優先順位） 

令和６年６月 第５回庁内検討委員会（立地場所の比較評価、優先順位） 

令和６年７月 
第６回庁内検討委員会、第７回検討委員会の合同開催 （立地場所

の比較評価、優先順位） 

令和６年８月 第７回庁内検討委員会（複合施設に導入する機能） 

令和６年９月 第８回検討委員会（基本構想、基本計画） 
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（２）世帯アンケートの実施 

総合センター、高齢者福祉センター等を集約した新たな複合施設を整備して
いくための基本構想 ・基本計画の策定に向け、住⺠目線、利用者目線での意向を
把握することを目的として実施しました。 

①調査対象及び調査方法等 

調査対象 町内の全世帯 
調査方法 WEB 及び紙面回収 
調査時期 令和 5 年 12 月 11 日〜令和 6 年 1 月 5 日 

②回収率等 

配 布 数 3,260 票 
回 答 数 1,097 票（紙：909 票 オンライン：188 票） 

※オンライン回答の割合：17.1％ 
回 答 率 33.7％ 
 

（３）職員アンケートの実施 

総合センター、高齢者福祉センター等を集約した新たな複合施設を整備して
いくための基本構想 ・基本計画の策定に向け、町職員目線での意向を把握するこ
とを目的として実施しました。 

①調査対象及び調査方法等 

調査対象 町役場の全職員 
調査方法 WEB 及び紙面回収 
調査時期 令和 5 年 12 月 21 日〜令和 6 年 1 月 5 日 

②回収率等 

職 員 数 170 人 
回 答 数 104 票 
回 答 率 61.2％ 
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（４）住民説明会の実施 

新たな複合施設について、住⺠への情報提供を行い、また住⺠からの意見 ・質
問を聴取するために、住⺠説明会を開催しました。住⺠説明会では、複合施設を
整備する理由、検討の体制、検討の経緯、現在の検討状況、今後のスケジュール
などを説明しました。 

 
■住民説明会①の開催結果 

開催日時 参加人数 場所 

令和６年５月１７日 （金） 13 ：30〜15 ：00 ８ 町高齢者福祉センター 

令和６年５月１８日 （土） 

13 ：30〜15 ：00 ８ 

町総合センター 

19 ：00〜20 ：30 ２ 

令和６年５月１９日 （日） 

13 ：30〜15 ：00 ６ 

町保健センター 

19 ：00〜20 ：30 ０ 

令和６年５月２０日 （月） 

13 ：30〜15 ：00 ５ 

町農村環境改善センター 

19 ：00〜20 ：30 ０ 

 
 

■住民説明会②の開催結果 

開催日時 参加人数 場所 

令和７年１月 日（ ）    
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（５）ワークショップの実施 

新たな複合施設に向けて、住⺠とまちの未来を語り合う全２回のワークショ
ップを開催しました。 

 
■開催概要 

第１回 複合施設のあるまちの未来を語り合おう 

開催日時 
令和６年６月３０日（日） 

14:00～16:00 
会場 総合センター 

主な内容 
・複合施設がある未来のまちの姿をイメージしてみよう 

・複合施設のキャッチフレーズをつくろう 

第２回 複合施設にある「モノ」「コト」を語り合おう 

開催日時 
令和６年７月２１日（日） 

14:00～16:00 
会場 総合センター 

主な内容 

・立地場所の現地見学会（任意参加） 

・複合施設でやりたいことをイメージしよう 

・複合施設に必要な機能等のアイデアを出し合おう 

 
（６）パブリックコメント 
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第２章 複合施設建設基本構想 

Ⅰ 対象施設について 

新たな複合施設について検討するにあたり、町内の公共施設 （別紙参照）のう
ち、複合化・集約化の対象となる施設を整理しました。 

 

Ⅱ 既存施設の状況について 

新たな複合施設について検討するにあたり、統合の対象となる、類似機能を有
する町内の既存施設の現状と課題を整理しました。 

 

１．既存施設の現状                   

（１）総合センター 

①施設の概要 

施設の概要は下表のとおりです。利用状況を見ると、令和元年度には年間
18,903 人が利用していましたが、令和２、３年度には新型コロナウイルス感染
拡大防止のための休館等もあり利用者数が急減し、令和 4 年度時点では年間
10,754 人が利用しています。 

 

■施設の概要 

建築時期 階数 構造 延床面積 主な機能 

１９８２年８月 ２Ｆ ＲＣ造 2100.66 ㎡ 

事務室、会議室、調理室、ホ

ール、図書室、視聴覚室、和

室、団体研修室 

 

■施設の利用状況 

種別 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

利用回数 （回／年） 1,020 500 438 629 

利用者数 （人／年） 18,903 7,307 7,147 10,754 
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②施設の現地調査結果 

総合センターの現地調査を行った結果は以下のとおりです。 
 

■施設の現地調査結果 

屋上 

・大ホール上部の屋根一部に発錆 写真④ 

→大ホールや廊下では雨漏れがみられる 写真① 

・パラペットに爆裂やモルタル剥がれ 写真⑦ 

外部 

・北西側の地盤沈下 写真⑥ 

・外壁の一部にクラックや塗装の劣化 写真② 

・外部建具のシーリング劣化 写真② 

・エントランス廻りの床タイル剥がれ 写真⑨ 

・竪樋支持金物の破損 写真⑧ 

内部 
・壁の一部クラック 写真③ 

・天井一部の染み跡 写真⑩ 

設備 
・全体的に未更新(個別空調は新設) 

・一部の大便器が使用不可 写真⑤ 

備考 
・大ホールの天井は特定天井の可能性あり 

・大ホール天井裏にアスベスト材使用の可能性あり 
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①１階大ホール：雨漏れ（バケツにて応急対応） ②南西側外壁：クラック・塗装の劣化・シーリング劣化 

③２階南西側廊下壁：クラック ④大ホール上部屋根：発錆 

⑤２階男子トイレ：大便器水漏れのため使用禁止 ⑥北西側建物廻り：地盤沈下 
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⑦南東側屋上パラペット：爆裂 ⑧西側竪樋支持金物：破損 

⑨エントランス廻り：床タイル剥がれ ⑩１階ホール天井：染み跡 

⑪南東側外壁タイル：クラック 
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（２）高齢者福祉センター 

①施設の概要 

施設の概要は下表のとおりです。利用状況を見ると、入浴施設を除く施設にお
いては、令和元年度には年間 3,473 人が利用していましたが、令和２、３年度に
は新型コロナウイルス感染拡大防止のための休館等もあり利用者数が急減し、
令和 4 年度時点では年間 1,708 人が利用しています。 

入浴施設においては、令和元年度には年間 11,599 人が利用していましたが、
令和２、３年度には新型コロナウイルス感染拡大防止のための休館等もあり利
用者数が減少し、令和 4 年度時点では年間 10,309 人が利用しています。 

 

■施設の概要 

施設 建築時期 階数 構造 延床面積 主な機能 

高齢者福祉セ

ンター 

１９７５年

３月 
１Ｆ 

ＲＣ 

造 
671.84 ㎡ 

事務室 （地域包括支援

センター、社会福祉協

議会）、相談室、集会

室、会議室、調理場 

高齢者福祉セ

ンター（入浴

施設） 

１９９４年 

３月 
１Ｆ 

ＲＣ 

造 
179.25 ㎡ 入浴施設 

車庫２棟 
２００２年

４月 
１Ｆ Ｓ造 65.54 ㎡ 

福祉関係車両、マイク

ロバス用の車庫 

倉庫 
２００３年

４月 
１Ｆ 木造 42 ㎡ 

福祉関係車庫 （老人ク

ラブ使用） 

 

■施設の利用状況 

種別 
令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

高齢者福祉センター （集会室、会

議室等（入浴施設除く） 

（人／年） 

3,473 1,489 1,439 1,708 

高齢者福祉センター （入浴施設）

（人／年） 
11,599 9,959 9,762 10,309 
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②施設の現地調査結果 

高齢者福祉センターの現地調査を行った結果は以下のとおりです。 
 

■施設の現地調査結果 

屋上 ・北西側庇屋根の発錆(大部分は改修済) 写真④ 

外部 

・南側排水溝のつまり対策 写真⑩ 

・過去に南側の地盤陥没 写真⑩ 

・南西側軒裏に一部爆裂・塗装の剥がれ 写真⑧ 

・外壁の一部にクラック 写真③ 

内部 

・集会室：塗装の剥がれ 写真⑪ 

・包括支援センター壁：クラック 写真⑨ 

・男女トイレ間に間仕切壁なし(音漏れ) 写真⑤ 

・トイレの一部ドアが開閉不良 写真⑦ 

設備 
・北側キュービクルの更新時期が経過 写真① 

・身障者用トイレの換気性能低下(臭気あり) 写真⑥ 

備考 

・H5 年度と H11 年度の増築で複雑な配置 

・入浴施設は未修繕箇所多数 写真② 

・その他エアコン故障等の未修繕箇所あり 
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①北側キュービクル：更新時期を経過 ②入浴施設（H5 増築）：未修繕箇所多数 

     

③東側外壁：クラック ④北西側庇屋根：発錆 

⑤男女トイレ：男女のトイレ間に間仕切壁なし（音漏れ） ⑥身体障がい者用トイレ：換気性能の低下（臭気あり） 
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⑦女子トイレ：ドアの開閉不良 ⑧南西側軒裏：爆裂・塗装の剥がれ  

     

⑨包括支援センター壁：クラック ⑩南側建物廻り：排水溝のつまり対策・過去に陥没あり 

⑪集会室：塗装の剥がれ 
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（３）国家石油備蓄基地記念館 

①施設の概要 

施設の概要は下表のとおりです。 
 

施設 建築時期 階数 構造 延床面積 主な機能 

国家石油備蓄

基 地 記 念 館

（事務所） 

１９８５年

３月 
 木造 277.41 ㎡ 事務所 

  



16 

２．既存施設の課題                   

既存施設の課題を整理します。 
既存施設のうち、総合センターについては築後 40 年以上を経過していますが、

新耐震基準を満たしていることから、地震に対する危険性は低いとされていま
す。一方で、建物が肝属川洪⽔浸⽔想定区域に立地していることから、防災上の
安全性の観点から災害時の拠点としては脆弱性が懸念されます。また、建物自体
が老朽化しており、⾬漏りをはじめ劣化に伴う問題が発生していることに加え、
地盤沈下の状況が見受けられるなど敷地に関する問題も発生しており、別の敷
地への移転が必要な状況となっています。 

また、高齢者福祉センターについても築後 40 年以上を経過しており、1975 年
築の建物は旧耐震基準となっていることから、地震に対する危険性が懸念され
ます。また、建物自体が老朽化しており、爆裂 （コンクリート内部の鉄筋が錆び、
腐⾷により膨張し、内側からコンクリートを破壊して押し出す現象）など劣化に
伴う問題が発生しています。 

このほか、住⺠アンケート、職員アンケートにおける意見などを考慮して整理
すると、以下の項目にまとめられます。 

 
①防災上の危険性 

総合センターは立地における危険性、高齢者福祉センターにおいては耐震上
の危険性などがあり、災害時には利用者等の安全性の確保が懸念されます。 

 
②施設の劣化 

現地調査の結果、２つの既存施設の建物内外及び設備において老朽化に伴う
劣化が確認されました。加えて、総合センター、高齢者福祉センターともに、住
⺠アンケート及び職員アンケートにおいては、「施設が古い・狭い・汚い」とい
う意見が最も多くなっており、施設の物理的な劣化を背景に、住⺠にとって使い
にくい施設になっていると考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 総合センターに不便さを感じること（住民アンケート） 
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また、住⺠アンケートにおいては、高齢者福祉センターについて 「バリアフリ

ー化が不⼗分」という意見が 3 番目に多いなど、現代において当然求められる
機能を有していない状態にあると考えられます。加えて、「くつろぐための場所
がない ・使いにくい」など、現代において求められるニーズに対応できておらず、
社会的な劣化の状態にあると考えられます。 

 
③十分な面積の確保 

総合センター、高齢者福祉センターともに、住⺠アンケートにおいては、 「駐
⾞場・駐輪場が少ない」という意見が 2 番目に多くなっています。現代におい
て、施設の各利用者は⾞でアクセスするケースが多くなっていますが、想定され
る利用者数に対して、⼗分な面積の駐⾞場を確保できていないため、住⺠にとっ
て使いやすい施設になっていないことが懸念されます。 

 

 

  

高齢者福祉センターに不便さを感じること（住民アンケート） 
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Ⅲ 先進事例 

１．事例視察の概要                      

東串良町複合施設建設検討委員会においては、参考となる複合施設の具体的
なイメージを共有しながら検討を進めるため、関⻄方面および鹿児島県内にお
いて 2 度の事例視察を行いました。概要は以下のとおりです。 

 

事例視察 

① 

【日 時】令和５年 11 月 28 日（火）～30 日（木） 

【行き先】○奈良県 

・平群町総合文化センター（平群町） 

・三宅町交流まちづくりセンターMiiMo（三宅町） 

○兵庫県 

・太子町立文化会館（太子町） 

・神戸ポートオアシス（神戸市中央区） 

【参加者】計 16 名 

（建設検討委員会６名、庁内検討委員会４名、事務局３名、

業者３名） 

事例視察

② 

【日 時】令和６年５月 22 日（水） 

【行き先】○鹿児島県 

・指宿市民会館（指宿市） 

・複合施設「センノオト」（薩摩川内市） 

【参加者】計 20 名 

（建設検討委員会 12 名、事務局４名、業者４名） 
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２．視察の内容                     

視察した各施設の主な機能等は以下のとおりです。 
（１）平群町総合文化センター 

①施設の概要 

【主要用途】中央公民館、人権交流センタ

ー、図書館 

【延床面積】2,556 ㎡ 

【規  模】地上 2 階、駐車場 130 台 

【竣工時期】2020 年 

 
 
移動式座席のホールを有する複合施設の事例として視察を行いました。 
視察時の関係者との協議では、完成後に利用していくなかで、飲⾷スペース

（喫茶店等）があればよかったとの声が聞かれました。 

 

②施設の主な機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

施設の外観 

ホール（471 ㎡、370 席※） 

※うち移動式 270 席 

図書館（8 万冊蔵書可能、5 人体制、

盗難防止ゲート設置） 

2 週間無料の展示スペース 

資料編へ移動予定 
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（２）三宅町交流まちづくりセンターMiiMo 

①施設の概要 

【主要用途】まちの交流施設（多目的ホー

ル、図書室、子育て支援・学

童保育、レンタルスペース、

コワーキングスペース、シェ

アキッチン、広場等） 

【延床面積】1,881.56 ㎡ 

【規  模】地上３階、駐車場 31 台（役場

兼用） 

【竣工時期】2021 年 

 
図書室をはじめとする多様な機能を有する複合施設であり、また、隣接して広

場（テラス）のある施設の参考として視察を行いました。 
 

②施設の主な機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

施設の外観 

ホール シェアキッチン 

フリースペース（住民・来訪者が出会い

交流できる場、飲食提供あり） 

コワーキングスペース 
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図書フロア 自習スペース 

学童保育クラブ 子育て支援ルーム 

テラス レンタルルーム 
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（３）太子町文化複合施設 

①施設の概要 

【主要用途】ホール（敷地内に歴史資料館

と図書館が併設され、ふるさ

と文化村とよんでいる） 

【延床面積】6,343 ㎡ 

【規  模】地上４階 

【竣工時期】1993 年 

 
移動式座席の対照として、固定式座席のホールの事例として視察を行いまし

た。 
 

②施設の主な機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

大ホール（固定席 788 席（うち車椅子席

４席）、移動席１２席 計８００席） 

楽屋 

視聴覚室 研修室 
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（４）神戸ポートオアシス 

①施設の概要 

【主要用途】ホール、会議室、飲食・物販 

【延床面積】4,736 ㎡ 

【規  模】地上５階 

【竣工時期】2017 年 

 
隣接する屋外とのつながりを有する （半屋外の）、ホールのある複合施設の事

例として視察を行いました。 
 

②施設の主な機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

エントランス（半屋外） 多目的ホール（400 席（うち可動

席 220 席） 
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（５）指宿市民会館 

①施設の概要 

【主要用途】ホール、楽屋、リハーサル室、

創作活動室、オープンテラス 

（隣接する「なのはな館」の施

設利用促進のため、会議室など

を排除） 

【延床面積】3,277.46 ㎡ 

【規  模】地上 2 階 

【竣工時期】2022 年 

 
ホールを有する鹿児島県内の最新の複合施設の事例として視察を行い、関係

者より、ホールやテラス、多目的で利用できる創作活動室の利用状況等について
聞き取りを行いました。 

 
②施設の主な機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

大ホール（固定席 801 席） リハーサル室 

創作活動室（カフェスペースとして

営業可能） 

オープンテラス 
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（６）複合施設センノオト 

①施設の概要 

【主要用途】書架のあるオープンスペース

（ワークショップスペース、キ

ッチンスタジオを含む）ワーク

スペース、カフェスペース、キ

ッズスペース（別館） 

【延床面積】 ㎡ 

【規  模】地上 2 階 

【竣工時期】2024 年 

 
図書閲覧、カフェなど多様な機能を有する鹿児島県内の複合施設の参考とし

て、九州電⼒が整備 ・運営しているという点に留意した上で視察を行いました。 
 

②施設の主な機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

施設の外観 

オープンスペース（イベントに応じてワー

クショップスペース等へレイアウト変更） 

オープンスペース（キッチンスタジオ） 

ワークスペース カフェスペース（スターバックス） 

キッズスペース 屋外（遊具：ふわふわドーム） 
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Ⅲ 複合施設の立地選定 

１．立地候補地の抽出                  

（１）候補エリアの絞り込み 

①候補エリアを抽出する主な視点 

新たな複合施設の立地場所の候補エリアを抽出するため、以下の３つの視点を
設定しました。 

 
視点１ 防災上の安全性 

新しい複合施設においては、防災的な拠点の一つとなることが期待されること
から、肝属川洪⽔浸⽔想定区域などを考慮し、災害時にも安全であるかどうかを
考慮することが重要です。 

 
視点２ アクセスの良さ 

新しい複合施設は、既存の総合センター、高齢者福祉センターの機能を引き継
ぐだけではなく、本町において町⺠が集い、様々な用途で利用し、災害時には防
災拠点の一つとして活用するなど、本町全体の拠点的な機能を有する施設にな
ります。そのため、この施設が町内のどのような立地であれば、町⺠にとってア
クセスしやすいかについて考慮することが重要です。 

 
視点３ 既存施設との位置関係 

新しい複合施設を使いやすい施設にしていくため、他の公共施設等の位置や
機能を踏まえて、他のどのような既存の施設と近接すれば、町⺠にとって利便性
が高いかなど、機能の位置関係や連動について考慮することが重要です。 

 
  



27 

②候補エリアの抽出 

候補エリアを絞り込むにあたっては、新たな複合施設を災害時に防災拠点の一
つとして活用するなど、本町全体の拠点的な機能を有する施設になることを考慮
し、以下の内容を踏まえることを前提条件として整理しました。 

以下を踏まえ、新しい複合施設の立地を検討する範囲（次頁の黄色点線）

を設定 

・南西部 （串良川 ・肝属川沿い）は浸水想定区域が広がっている （浸水想定

区域は複合場所の立地場所からは除外） 

・北部 （国道 202 号の北側）は土砂災害危険箇所が分布し、アクセスに十分

な道路が整備されていないため、東部 （汐入川の東側）は災害時にインフ

ラの寸断の恐れがあるため、町域をカバーする指定避難所としての機能を

想定するのは困難 

また、町⺠のアクセスのしやすさや公共施設等との位置関係から見ると、現在
の施設が立地している 「①総合センター周辺」と 「②高齢者福祉センター周辺」、
町⺠にとって利便性が高いと考えられる 「③町役場周辺」、「④総合体育館周辺」、
「⑤国道 220 号周辺」を挙げることができます。 

以上を踏まえ、次頁の⻩⾊点線で示すエリアと①〜⑤が重なる部分を、町内に
おける立地場所の候補エリアとして抽出しました。 

各候補エリアを抽出した主な背景は以下のとおりです。 
 
①総合センター

周辺 

既存施設の利用者がいると考えられ、また、東串良駅が立

地していた、かつての商業の中心地であり、町役場や国道

220 号の間に位置しています。 

②高齢者福祉セ

ンター周辺 

既存施設の利用者がいると考えられ、また、防災拠点とし

ての機能が期待できます。 

③町役場周辺 周囲の町役場・防災庁舎・保健センター、東串良中学校、

新たな学校給食センター（設計中）等との連携が期待でき

ます 

④総合体育館周

辺 

総合体育館との連携が期待され、また、防災拠点としての

機能が期待できます。 

⑤国道 220 号周

辺 

周囲に公共施設は多くないものの町内では人口密度が高

く、商業施設等の民間施設が充実しており連携が期待で

きると考えられます。 
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■候補エリアと災害危険個所（防災マップとの関係図） 
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■候補エリアと治水地形分類（国土地理院）との関係図 
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③候補エリアに係る住民等の意見 

新たな複合施設の立地場所について、住⺠アンケートでは 「総合体育館の周辺」
が 39.9％で最も多く、次いで、「国道 220 号沿い （周辺）（19.2％）」となってい
ます。 

また、町の職員アンケートでは 「国道 220 号沿い （周辺）」が 36.5％で最も多
く、次いで、「総合体育館の周辺（33.7％）」となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

あなたは、新たな複合施設がどこにあるとよいか（住民アンケート） 

東串良町のこれからのまちづくりを考えたときに、新たな複合施設が

どこにあるとよいか（職員アンケート） 
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④候補エリアの絞り込み 

➁で抽出した候補エリアについて、①の視点１ （防災上の安全性）、視点２ （ア
クセスの良さ）、視点３ （既存施設との位置関係）、また、町⺠等の声を踏まえて
比較すると下表のとおりです。 

各視点で定性的に評価し、「③町役場周辺」、「④総合体育館周辺」、「⑤国道 220
号周辺」の３つを候補エリアとして絞り込みました。 

 防災上の安全性 アクセスの良さ 既存施設との 
位置関係 

町⺠等
の声 評価 

①総合セ

ンター周辺 

△ 

洪水浸水想定区

域に大部分が含

まれ、浸水想定

区域外の「段丘

面」と高低差が

ある 

○ 

「人が集う」町内からのア

クセスの良さ、既存施設

利用者の馴染みがある 

○ 

役場や国道

220 号の間に

位置している。東

側は池之原小学

校等との連携が

期待できる 

△ 

4 番目

に求め

る声が

多い 

△ 

安全性の

問題が、

不安要素

として大

きい 

②高齢者

福祉センタ

ー周辺 

○ 

津波・洪水の浸

水、土砂災害の

リスクが低い 

（「浅い谷」「氾濫

平野」は要注意） 

○ 

「人が集う」町内からのア

クセスの良さ、既存施設

利用者の馴染みがある 

× 

他のエリアと比

べて既存の施設

との連携の期待

は難しい 

× 

町民の

求める

声は少

ない 

△ 

既存の施

設との連

携が難し

い 

③町役場

周辺 

○ 

津波・洪水の浸

水、土砂災害の

リスクが低い 

（「段丘面」のみ

候補地） 

○ 

「人が集う」町内からのア

クセスの良さがある 

「にぎわいがうまれる」 

小中学校の子どもや役場

訪問者等の利用が期待で

きる 

○ 

町役場、保健セ

ンター、東串良中

学校等との連携

が期待できる 

△ 

3 番目

に求め

る声が

多い 

○ 

→候補エ

リアとし

て抽出 

④総合体

育館周辺 

○ 

津波・洪水の浸

水、土砂災害の

リスクが低い 

（「浅い谷」「氾濫

平野」は要注意） 

○ 

「人が集う」町内からのア

クセスのよさがあり、地理

的な中心である 

「にぎわいがうまれる」総

合体育館等の利用者との

相互利用が期待できる 

○ 

総合体育館等と

の連携が期待で

きる 

○ 

町民の

求める

声は最

も多い 

○ 

→候補エ

リアとし

て抽出 

⑤国道

220 号周

辺 

○ 

津波・洪水の浸

水、土砂災害の

リスクが低い 

（「段丘面」のみ

候補地） 

○ 

「人が集う」人口密度の高

さに伴い町民の利用が期

待できる 

「にぎわいがうまれる」町

外からのアクセスのよさ

に伴う交流が期待できる 

○ 

東側は物産館や

商業施設等との

連携、西側は池

之原小学校等と

の連携が期待で

きる 

○ 

総合体

育館周

辺に次

いで求

める声

が多い 

○ 

→候補エ

リアとし

て抽出 
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（２）立地候補地の絞り込み 

①立地候補地の選定 

前項で抽出した３つの候補エリア 「③町役場周辺」、「④総合体育館周辺」、「⑤ 
国道 220 号周辺」のうち、町有地に加え、⺠有地のうち所有者より立地候補地
として検討することに同意を得ることのできた敷地から、新たな複合施設の立
地候補地を 4 箇所抽出しました。 

 
■立地候補地の選定箇所 
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②立地候補地の比較項目 

立地候補地の優先順位を検討するため、立地条件と敷地条件ごとに比較項目
を設定しました。 

要素 比較項目 概要 

立地 
条件 

アクセスの良
さ 

町⺠がアクセスしやすいか。 
候補地周辺の道路整備の状況はどうか。 

防災上の安全
性 

災害時に建物の安全性を確保でき、防災の拠点となりう
るかどうか。 
立地が指定避難所として有利かどうか（他の指定避難所
との位置関係、集落からの避難経路等）。 

既存施設との
位置関係 

建物の整備により、町⺠に利用される施設として、周辺
の公共施設等との相乗効果が期待できるかどうか。ま
た、駐⾞場等の機能の相互利用ができるか。 
加えて、町外の公共施設等との機能分担が期待できる
か。 

周辺への環境
的な影響 

建物の整備により、周辺の住宅地・田畑に悪影響を及ぼ
さないかどうか。 

敷地 
条件 

面積の確保 施設、駐⾞場の⼗分な面積を確保できるかどうか。 

接道条件 人、⾞（一般、業務）が入りやすいか、安全性が確保で
きるかどうか。 
周辺の人、⾞の通行に影響がないかどうか 
緊急時等に⼗分な通路を確保できるかどうか。 

コスト、土地
取得の容易さ 

町有地であるか、もしくは⺠有地であっても適正な金額
で取得できるか。また、手続きに障害なく取得できる
か。 

法（用途）規
制等 

農地かどうか。農地転用、開発許可等の手続が必要とな
るかどうか。（整備費等が変わってくる可能性あり） 
敷地内の⽔路、里道の状況はどうか。 

利用状況 候補地の土地、建物の既存利用者に影響があるかどう
か。 

地盤状況 地質的に軟弱な地盤か、強固な地盤か。 
基礎工事・工法（杭、改良等）にどの程度影響がでる
か。 

インフラ 建物の整備にあたり必要なインフラ（給排⽔等）が⼗分
に整っているかどうか。また、建物の整備により周辺の
インフラに悪影響を与えないかどうか。 
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③立地候補地の比較評価 

比較項目を基に、各立地候補地の比較評価を行いました。 

要素 比較項目 

候補①：町役場周辺 

 

 

 

 

 

 

 

立地 
条件 

アクセスの
良さ 

○敷地南側に町内幹線道路あり。 
△敷地南側からの接道（町内幹線道路からのアプローチ）について

は学校給⾷共同調理場との調整が必要になる。 

既存施設と
の位置関係 

○町役場・保健センターの来訪者の連動利用により利便性・町⺠サ
ービスが高まる。 

○東串良中学校の生徒の放課後利用が期待できる。 
○新しく整備予定である学校給⾷共同調理場との駐⾞場の共用利

用が考えられる。ただし要調整。 

防災上の安
全性 

○災害時に防災庁舎と連動した使い方ができる。 
○指定避難所である東串良中学校、保健センターに近接しており、

避難拠点として機能する。 
△地下⽔位面が現地盤面（地表面）から 10ｍ以内にあると想定さ

れる町役場周辺は，地震時液状化のリスクがあると判断される。 

周辺への環
境的な影響 

△隣接して、住居がないため、住環境への影響は少ないが、隣接し
た田畑があるため、建物の配置・高さに配慮する必要がある。 

敷地 
条件 

面積の確保 〇⼗分な面積が確保できる可能性がある。 

接道条件 △⼗分な幅員の道路及び歩道を整備する必要がある。 
△また給⾷共同調理場の⾞両通行と重なる可能性がある。 

土地確保の
可能性 

○⺠有地であり、確保できる可能性がある 

法（用途）規
制等 

△農地転用の手続きが必要。 
開発許可に関しては、協議による。 

利用状況 ・東串良中学校の学生は 207 名（令和 5 年度当初） 
⇒中学校の放課後利用、授業・課外活動と連動した利用の可能性 

地盤状況 ・近隣データでは、Ｎ値 20〜60 程度の良質な地盤が一部で見
られる。しかし、その他近隣データでは粘性土で N 値 20 
及び、砂質土でＮ値 30 を超える層はない。 

【出典①：令和５年度町営川⻄住宅 11 号棟建設工事 地耐⼒調査 報告書より】 
【出典②：令和３年度東串良町防災資機材等備蓄施設新築工事設計業務委託 

基礎杭の検討書より】 
インフラ 〇⽔道本管の⽔圧の影響はない。   

給食センター 

予定地 

（11,270 ㎡） 
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要素 比較項目 

候補②：総合体育館周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地 
条件 

アクセスの
良さ 

○敷地南側に町内幹線道路あり。 
○まちの立地的な中心であり、町内各地から日常的に利用しやすい。 

既存施設と
の位置関係 

○総合体育館、町⺠運動場の来訪者の連動利用により利便性・町⺠
サービスが高まる。 

○総合体育館、町⺠運動場との駐⾞場の共用利用が考えられる。 

防災上の安
全性 

○指定避難所である総合体育館に近接しており、避難拠点として
機能する可能性がある。 

△立地候補地には地形的に「浅い谷」があり、地歴の確認が必要であ
る。 

△地下⽔位面が現地盤面（地表面）から 10ｍ以内にあると想定され
る総合体育館周辺は，地震時液状化のリスクがあると判断される 

周辺への環
境的な影響 

△隣接して、住居がないため、住環境への影響は少ないが、隣接した
田畑があるため、建物の配置・高さに配慮する必要がある。 

敷地 
条件 

面積の確保 〇⼗分な面積が確保できる可能性がある。 

接道条件 〇道路及び歩道が整備されているため、⾞両の通行、人の通行の安
全性を確保しやすい。 

△体育館で別イベントがある際には⾞両通行が重なり、渋滞する可能
性がある。 

土地確保の
可能性 

○町有地である 
△既存施設の解体（撤去）費用および既存施設の代替地の確保が必要 

法（用途）規
制等 

〇雑種地から宅地への地目変更が必要。 
開発許可に関しては、協議による。 

利用状況 ・利用者数は体育館が 24,202 人/年、グラウンドが 8,240 人/年、芝
生広場が 6,923 人/年※。いずれの利用者数も令和 4 年度。 

⇒町⺠が集う交流拠点として、連動した利用の可能性 
※芝生広場は、ゲートボール、グラウンドゴルフ、サッカーの利用者 

地盤状況 ・近隣データでは、粘性土で N 値 20 及び、砂質土でＮ値 30 
を超える層がない。 

【出典：東串良町総合体育館 新築工事（平成３年５月） 設計
書より】 

インフラ 〇⽔道本管の⽔圧の影響はない。   

総合体育館 

（12,980 ㎡） 
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要素 比較項目 

候補③：国道 220 号周辺Ａ 

立地 
条件 

アクセスの
良さ 

○敷地から距離（250ｍ程度）を挟んで国道 220 号あり。 

既存施設と
の位置関係 

△連動利用が期待できる公共施設等はないが、国道 220 号沿いの
物産館や店舗との連動利用が期待できる。ただし、「国道 220 号
周辺②」の立地候補地と比べると国道 220 号からの距離は大き
い。 

防災上の安
全性 

○国道から近く、災害時に物資輸送等の拠点として機能する可能
性 

○国道 220 号周辺は，地下⽔位面が現地盤面（地表面）から 10ｍ
以深にあると想定され，地震時液状化のリスクは小さいものと
考えられる 

周辺への環
境的な影響 

△隣接して、住居がないため、住環境への影響は少ないが、隣接
した田畑があるため、建物の配置・高さに配慮する必要がある。 

敷地 
条件 

面積の確保 〇⼗分な面積が確保できる可能性がある。 

接道条件 △⼗分な幅員の道路及び歩道を整備する必要がある。 

土地確保の
可能性 

○⺠有地であり、確保できる可能性がある 

法（用途）規
制等 

△農地転用の手続きが必要。 
開発許可に関しては、協議による。 

利用状況 − 

地盤状況 ・近隣データでは、粘性土で N 値 20 及び、砂質土でＮ値 30 
を超える層がない。 

【出典①：平成 29 年度にぎやかタウン雪山造成予定地地盤調査
業務委託 報告書より】 

【出典②：認定こども園 ⻘葉保育園 新築工事 設計書より】 
インフラ 〇⽔道本管の⽔圧の影響はあるが、別⽔源等からの対応は可能。 

  

ダイナム 

（11,752 ㎡） 
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要素 比較項目 

候補④：国道 220 号周辺Ｂ 

立地 
条件 

アクセスの
良さ 

○敷地から店舗を挟んで国道 220 号あり。 

既存施設と
の位置関係 

○連動利用が期待できる公共施設等はないが、国道 220 号沿いの
店舗との連動利用が期待できる。 

防災上の安
全性 

○国道から近く、災害時に物資輸送等の拠点として機能する可能
性 

○国道 220 号周辺は，地下⽔位面が現地盤面（地表面）から 10
ｍ以深にあると想定され，地震時液状化のリスクは小さいも
のと考えられる 

周辺への環
境的な影響 

△隣接した住居があり、住環境への影響を考慮する必要がある。
また、隣接した田畑があるため、建物の配置・高さに配慮する必
要がある。 

敷地 
条件 

面積の確保 〇⼗分な面積が確保できる可能性がある。 

接道条件 △⼗分な幅員の道路及び歩道を整備する必要がある。 

土地確保の
可能性 

○⺠有地であり、確保できる可能性がある 

法（用途）規
制等 

△農地転用の手続きが必要。 
開発許可に関しては、協議による。 

利用状況 − 

地盤状況 ・近隣データでは、粘性土で N 値 20 及び、砂質土でＮ値 30 
を超える層がない。 

【出典①：平成 29 年度にぎやかタウン雪山造成予定地地盤調査
業務委託 報告書より】 

【出典②：認定こども園 ⻘葉保育園 新築工事 設計書より】 
インフラ 〇⽔道本管の⽔圧の影響はあるが、別⽔源等からの対応は可能。 

  

セブンイレブン 

（13,390 ㎡） 
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２．立地候補地の優先順位決定                  

絞り込まれた立地候補地を４箇所について、最終的には第６回庁内検討委員
会、第７回検討委員会の合同会議の場において、議論の末、候補③である国道
220 号周辺Ａを選定した（検討委員会委員 16 人中 13 名が挙手）。 

合同会議における意見としては、各敷地における液状化のリスクへの関心が
大きく、国道 220 号周辺を推す意見が多く出されました。 

また、国道 220 号周辺の立地候補地 2 カ所については、国道 220 号との位置
関係による交通渋滞のリスクの違いや、町中心部である国道 220 号線南側から
のアクセスにおいて国道 220 号を通過するかどうかの違い等について意見が出
されました。 

これにより、検討委員会としては、国道 220 号周辺 A を第一候補地として決
定しました。 
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Ⅳ 複合施設建設の方向性 

１．複合施設建設のコンセプト              

新たな複合施設は、本町の未来を見据えて、まちづくりの中心を担うような、
多様な役割が期待されます。イベントなどの非日常時に加え、日常からあらゆる
世代の人々に利用され、 「東串良に住んでよかった」「東串良に住んでみたい」と
感じることのできる場所になることをめざし、以下のコンセプトを掲げます。 

 

守る・集う・活動する！使い続けよう、みんなの拠点施設 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

守る 

新たな複合施設は、本町の中で災害時のリスクが小さく、加えて災害時に復旧
等の軸となる国道 220 号から近接しているという立地特性を活かし、災害に備
える拠点になることを目指します。 

また、住⺠の子育てに係る困りごとの相談対応など、住⺠の生活を守る役割を
担うことを目指します。 

 

集う 

新たな複合施設は、にぎわいが生まれる場所として、人と人が出会い、触れ合
うことができるような空間・機会を生み出していくことを目指します。 

また、住⺠が気軽に立ち寄りたくなるような、くつろぎの場になり、住⺠の暮
らしを豊かにしていくことを目指します。 

 

守る 

集う 活動する 

使い続ける 
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活動する 

グループによる住⺠活動、発表などの行事に加え、個人が学ぶ、⾝体を動かす、
場所を選ばない柔軟な働き方をするなど、多様な活動で気軽に利用できるよう
な空間・機会を生み出すことを目指します。 

 

使い続ける 

新たな複合施設が、⻑期的にまちづくりの拠点となり、社会情勢やニーズの変
化にも柔軟に対応して使い続けることのできる施設になることを目指します。 

また、住⺠に心地よく利用され続けるよう、利便性が高く親しみやすい、運営
に配慮した施設として、使いながら発展していくことを目指します。 

 
 
新たな複合施設はどのような場所になったらよい？ 

住⺠アンケートにおいて、新たな複合施設がどのような場所になったらよい
か、という設問に対し、 「災害時の拠点 ・避難所となる場所」が 58.8％で最も多
く、次いで、「多くの人が集まり、賑わいが生まれる場所（47.7％）」「人々の暮
らしを便利にし、豊かにする場所 （42.8％）」「イベントなどの活動に参加できる
場所（42.6％）」となっています。 

  

新たな複合施設がどのような場所になったらよいか（住民アンケート） 
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２．複合施設建設の基本的な考え方            

新たな複合施設に係る基本的な考え方として、以下の８つを基本方針として
掲げます。 

 

守る 

基本方針１ 地域の安全・安心を支える災害対策の拠点 
○新たな複合施設は洪⽔等の⽔害発生時において、浸⽔等の危険性は低いとされ

ていることから、本町における災害対策の拠点のひとつとして機能させること
を検討します。 

○また、大規模地震を含む多様な災害発生時において、国道沿線はインフラの復
旧等が進みやすいと考えられ、災害対応の拠点となることが期待されますが、
一定期間は自立して継続可能となるような設備の設置を検討します。 

 
基本方針２ 住⺠生活を支える新たな拠点 

○子育て支援をはじめとする福祉分野や、住⺠の利便性向上に資する行政サービ
スとの連携を充実させることで、“ついで利用”を含め、住⺠生活を支える機能
を持たせることについて検討します。 
 

集う 

基本方針３ あらゆる世代の町⺠が集う、まちのにぎわいの拠点 
○新たな複合施設では、イベント ・行事等におけるにぎわいに加えて、日常にお

いても、町⺠のニーズに応えて、施設内で町⺠が交流する・くつろぐ ・飲⾷す
る、子どもが遊ぶなど、多様な過ごし方によりにぎわいを生むことを検討しま
す。 

○ホールに加えて汎用性の高いスペースを設けるとともに、環境を整えるなど、
幅広いニーズに応えて利用しやすくすることで、多様な住⺠活動で利用される
ことが期待されます。 

○建物のみに限らず、周囲の屋外スペースを含めて一体的に利用ができるような
空間の使い方について検討します。 

 
基本方針４ 産業とともに発展する拠点 

○国道 220 号や東串良町物産館ルピノンの館にも近い立地特性を活かし、近隣
の商業・飲⾷機能等と連動して人が集うような運営を目指します。 
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活動する 

基本方針５ 多様な活動に対応できる拠点 
○学ぶ ・調べる ・発信するなど、幅広い使い方のニーズに対応できるよう、可変

性の高い空間の使い方について検討します。 
○現代におけるライフスタイルの変化に対応し、リモートワークなど多様な働き

方にも対応できるような基盤の整備を検討します。 
 

使い続ける 

基本方針６ あらゆる人にやさしい、利便性の高い拠点 
○国道 220 号や東串良町物産館ルピノンの館に近い立地特性を活かし、国道 220

号沿線の商業施設で買い物をする自家用⾞の利用者をはじめ、バス・自転⾞の
利用者など、幅広い年齢層の住⺠がアクセスし、利用することが期待されます。 

○町内のあらゆる地域の住⺠がアクセスしやすくなるよう、交通利便性の充実に
ついて検討します。 

○年齢や障がいなどに関わらず、あらゆる住⺠が快適に利用できるよう、ユニバ
ーサルデザインに対応した安全に使いやすい施設を目指します。 

○案内やサインは、設置位置、⾊、サイズなどに配慮し、あらゆる人に分かりや
すいものを目指します。 

 
基本方針７ 住⺠の誇りとなる、発展する拠点 

○本町は自然豊かなまちであり、立地候補地においても農地に囲まれ、遠方には
山並みの景観を望むことができます。これらの自然の特性を感じることができ
るような拠点を目指します。 

○新たな複合施設は建物が完成して終わりではなく、住⺠に親しまれて使われ続
ける施設となり、住⺠の誇りとなるような施設に発展していくため、施設の整
備に限らず、完成後の運営についても検討を行います。 
 

基本方針８ 経済的な効率性に配慮した拠点 
○人口減少、少子高齢化等により、今後、行財政は厳しい状況になることが懸念

され、整備費用の抑制が求められる一方で、住⺠にとって利用しやすい施設と
なるよう、汎用性の高いスペースを多用途で使いこなす工夫や、コンパクトな
規模の施設にするための検討を行います。 

○新たな複合施設の維持管理 ・運営にあたっては、高熱⽔費をはじめとするラン
ニングコストが発生するため、これらの低減を見据えた施設を目指します。 
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第３章 複合施設建設基本計画 

Ⅰ 立地候補場所の概要 

 

Ⅱ 複合施設の整備方針 
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Ⅲ 複合施設の施設計画 

１．複合施設の機能                   

基本構想で行った住⺠アンケートやワークショップから複合施設に求められ
る機能のキーワードを抽出し、新複合施設に導入する機能を下記に示します。 

 
 

機能 想定する諸室 

守る 避難 ホール、会議室、屋外広場など 

 備蓄 倉庫など 

 支援 子育て支援、相談など 

   

集う 賑わい ホール、図書・カフェ、展示など 

 交流 
子育て支援、コワーキング、ホール、スタジオ、 

屋外テラスなど 

 くつろぐ 図書・カフェ、屋外広場、屋外テラスなど 

   

活動する 学ぶ、調べる 
図書 ・カフェ、コワーキング、会議室、スタジオ、

キッチン、練習室など 

 発信する ホール、展示、スタジオなど 

 働く コワーキング、会議室、図書・カフェなど 

   

※各機能として使われる諸室を制限するものではありません。 
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２．諸室の基本機能                   

新しい複合施設の面積効率化や諸室の利用率向上を目指して、一つの諸室に
対して、機能を限定せず、各諸室とも様々な用途に利用できる性能を設定し、魅
⼒ある施設計画を行います。 

 

■ホールについて 

ホールについて、舞台・客席及びそれに関する諸室の基本性能を示します。 
舞台 ・様々な活動、多目的な演目に対応しやすい舞台。 

・演目に対応可能な舞台装置や音響照明設備を設置。 

・舞台に隣接した位置に十分な広さの楽器庫や倉庫等を整備。 

客席 ・客席は 400 席。 

・客席は災害時に避難所となる機能を兼務することや様々な利活用を 

考慮し、移動席とし、平土間でも利用可能な客席。 

・舞台に集中できるゆとりのある座席計画。 

・車椅子席を設置。 

ホワイエ ・来館者の待ち合わせや休憩場所として適切な広さを確保。 

・日常的にもギャラリーやとしての利用も検討。 

楽屋 ・舞台への行き来を考慮した位置に配置。 

・利用のない時は、少人数の会議室等にも利用可能な構造とする。 

・舞台裏動線で利用できるトイレ・シャワーを設置。 

練習室 ・楽器演奏等の練習に対応するため、防音性能を確保。 

・電子楽器、生音の音楽練習等、利用用途に合わせた設備設置 

・会議室としても利用可能。 

・ダンスや舞踊などの練習や創作等の活動への対応も検討。 

調整室 ・舞台照明や舞台音響等を調整する設備を配置。 

・舞台や客席を見ながら調整可能な配置。 

倉庫等 ・ピアノや舞台で使う備品、客席椅子を収納する倉庫を整備。 

・搬入口との動線を考慮した位置に配置。 

搬入口 ・大型車両が駐車でき、雨天時でも問題なく搬入出が行える搬入出 

スペースを計画。 

・舞台への搬出入を考慮。 
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■ホール以外の諸室について 

ホール以外の各諸室について基本性能を示します。 
図書 ・既存の図書館から拡張し、蔵書数 1 万冊の収容を想定。 

・ゆとりある閲覧スペースを整備。 

・カフェ併設を検討。 

・静かな環境で自習や仕事等を行えるコワーキングスペースの併設を
検討。 

・PC 教室や e スポーツのための、PC ブース設置を検討。 

・Wi-Fi 整備を検討。 

スタジオ ・研修や講習会、各種講座等の利用を想定。 

・利用人数や目的により選択できるように大きさの異なる部屋を 

整備。 

・工作や製作などの創作活動にも利用できる構造。 

会議室 ・各種打合せや会議の利用を想定。 

・利用人数や目的により選択できるように大きさの異なる部屋を 

整備。 

キッチン ・料理教室やシェアキッチン等の利用。 

和室 ・畳敷の部屋とし、華道や茶道での利用。 

子育て 

支援 

・子育てに関する相談や情報発信などを行う。 

・屋内の遊具スペースや屋外遊具スペースを設け、子どもが 

遊べる場所を提供。 

・一時預かり機能を検討。 

備蓄 ・災害用の備蓄備品を収納。 

事務 ・施設運営事務所を設け、出入口を視認できる位置に配置。 

・社会福祉協議会の事務室を整備。 

・相談室を設置。 

トイレ ・大人数利用するホールの利用者に配慮した計画。 

・ユニバーサルデザインに配慮して、車いす利用者も利用しやすい 

多目的トイレを設置。 

授乳室 ・家族利用に配慮して、授乳が可能な設備を整備。 

・おむつ交換が可能な設備を設置。 
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Ⅳ 施設整備計画 

 

Ⅴ 概算事業費・財源 

 

Ⅵ 事業手法 

 

Ⅶ 事業スケジュール 

 



【参考①】
諸室案参考シート

1



500㎡（400席：うち可動300）ホール
平

平 平

平

参考：平群町総合文化センターのホール
380㎡
客席数370席（うち270席が可動式）

【平群町の人口：約1.9万人】

東串良町複合施設の現状想定

町総合センターのホール
面 積：424.47㎡
収容人数：700人

2



ホール
参考：神⼾ポートオアシスのホール

283㎡
客席数400席（うち220席が可動式）

【神⼾市の人口：約154万人】

東串良町複合施設の現状想定

神町総合センターのホール
面 積：424.47㎡
収容人数：700人

神 神

神

3

500㎡（400席：うち可動300）



200㎡（通路含む）舞台
参考：太子町あすかホールの舞台

【太子町の人口：約3.4万人】

東串良町複合施設の現状想定

太 太

町総合センターの舞台
面 積：153.75㎡

4



200㎡（通路含む）舞台
参考：神⼾ポートオアシスのホール舞台

77㎡
【神⼾市の人口：約154万人】

東串良町複合施設の現状想定

町総合センターの舞台
面 積：153.75㎡

神神

5



100㎡ホワイエ
平

東串良町複合施設の現状想定

参考：平群町総合文化センターのホワイエ
100㎡

【平群町の人口：約1.9万人】
参考：指宿市⺠会館のホワイエ

【指宿市の人口：約4.4万人】

指

6



35㎡×２楽屋２室（シャワー室付き）
太 太

太

東串良町複合施設の現状想定

参考：太子町あすかホールの楽屋
（和室・シャワー室・洋室）

【太子町の人口：約3.4万人】

指

参考：指宿市⺠会館の楽屋（洋室２部屋）
27㎡（12人）、28㎡（12人）

【指宿市の人口：約4.4万人】
7



60㎡練習室（リハーサル室）

指

参考：指宿市⺠会館のリハーサル室
111㎡（60人）

【指宿市の人口：約4.4万人】

東串良町複合施設の現状想定

参考：平群町総合文化センターの中会議室２
防音仕様
50㎡

【平群町の人口：約1.9万人】

平

8



210㎡（１万冊）図書館
平

平平

平

参考：平群町総合文化センターの図書館
現状約５万冊（８万冊蔵書可能）
580㎡

【平群町の人口：約1.9万人】

東串良町複合施設の現状想定

町総合センターの図書室
面 積：88.33㎡
蔵 書：約８千冊

9



210㎡（１万冊）図書館
参考：三宅町交流まちづくりセンターの図書室

約1.2万冊蔵書可能
図書：114.14㎡ 自習：73.60㎡

【三宅町の人口：約７千人】

三

三

三

東串良町複合施設の現状想定

三

町総合センターの図書室
面 積：88.33㎡
蔵 書：約８千冊

10



100㎡（約45席）カフェ
東串良町複合施設の現状想定

薩

薩

11



20㎡（約10席）コワーキングスペース
三

参考：三宅町交流まちづくりセンター
のコワーキングスペース
56.15㎡

【三宅町の人口：約７千人】

参考：薩摩川内市センノオト
の学習室（ワークスペース）

【薩摩川内市の人口：約9.6千人】

薩

東串良町複合施設の現状想定

12



70㎡子育て支援関係

参考：三宅町交流まちづくりセンター
の子育て支援センター
98.50㎡

【三宅町の人口：約７千人】

東串良町複合施設の現状想定

参考：三宅町交流まちづくりセンター
の学童保育クラブ
203.57㎡

【三宅町の人口：約７千人】

三 三

13



70㎡子育て支援関係
東串良町複合施設の現状想定

参考：薩摩川内市センノオト
のキッズスペース

【薩摩川内市の人口：約9.6千人】

薩薩

14



30㎡遊具エリア

15



45㎡シェアキッチン
町総合センターの調理室
面 積：71.59㎡

三 三

薩 参考：三宅町交流まちづくりセンター
の調理室
シェアキッチン：55.27㎡
食堂：12.62㎡ パントリー：12.20㎡

【三宅町の人口：約７千人】

参考：薩摩川内市センノオト
のシェアキッチン

【薩摩川内市の人口：約9.6千人】16



５㎡展示スペース
平

17



20㎡（PC６台程度）ｅスポーツ

18



その他
【ホール関連】
・調整室（ホール照明等）：25㎡
・舞台横倉庫：60㎡

【その他】
・相談室：10㎡
・和室：25㎡
・防災備蓄倉庫：30㎡

【スタジオ関連】
・スタジオ１（二分割可能）：60㎡
・スタジオ２：40㎡

【会議室関連】
・会議室１：20㎡（10名程度）
・会議室２：35㎡（18名程度）
・会議室３：50㎡（24名程度）

【事務室関連】
・事務室１：30㎡
・事務室２：25㎡
・事務室３：25㎡

19



会議室1

20㎡

1階平面イメージ

2200㎡

2階平面イメージ

660㎡

2階建て案

東串良町複合施設

平面イメージ S=1:400

ホール

400席

舞台

195㎡

500㎡

PS

EPS

楽屋

24㎡

楽屋

34㎡

32㎡

荷解

17㎡

WC

12㎡

車両

24㎡

倉庫

29㎡

備蓄

25㎡

スタジオ1

39㎡

事務

25㎡

相談

12㎡
ピアノ庫

練習室

55㎡

事務

26㎡

WC・授乳

90㎡

EV

階段

事務

32㎡

スタジオ2

66㎡

風除

図書(事務含む)

350㎡

カフェ・コワーキング

PS

EPS

キッチン

43㎡

EV

階段

機械室

86㎡

調整室
24㎡

親子室

14㎡

子育て(遊具込)

105㎡

会議室2

39㎡

会議室3

48㎡

トイレ倉庫

32㎡15㎡

和室

25㎡

PCエリア

ホワイエ

76㎡

展示

テラス

テラス

482us10163
テキスト ボックス
参考②



建物

広場（屋外）

車路・駐車場エリア

サービスヤード

敷地セットバックエリア

（道路や歩道の拡幅用）

建物出入口（来館者）

建物出入口（サービス）

駐車場出入口

至 国道220号

ダイナム

(2100㎡）

(3100㎡）

(8800㎡）(約300台）

(300㎡）

2階建て案

東串良町複合施設

 配置イメージ1 S=1:1000



建物

広場（屋外）

車路・駐車場エリア

サービスヤード

敷地セットバックエリア

（道路や歩道の拡幅用）

建物出入口（来館者）

建物出入口（サービス）

駐車場出入口

至 国道220号

ダイナム

(2100㎡）

(3100㎡）

(8800㎡）(約300台）

(300㎡）

2階建て案

東串良町複合施設

 配置イメージ2 S=1:1000



平屋建て案

東串良町複合施設

平面イメージ S=1:400

ホール

400席

舞台

195㎡

500㎡

楽屋

24㎡ 楽屋

28㎡

32㎡

17㎡

24㎡

車両

荷解

WC

12㎡

備蓄

22㎡

スタジオ1

39㎡

事務

24㎡

ピアノ庫

練習室

スタジオ2

図書(事務含む)

50㎡

350㎡

67㎡

PCエリア

カフェ・コワーキング

94㎡

機械室

WC・授乳

45㎡

45㎡

WC・授乳倉庫

24㎡

風除

中庭

相談

12㎡

倉庫

12㎡

調整室

24㎡
事務

24㎡

事務

45㎡

会議室1

24㎡

和室

24㎡

会議室3

45㎡

会議室2

30㎡
キッチン

45㎡

倉庫

22㎡
WC

37㎡

子育て(遊具込)

100㎡

中庭

1階平面イメージ

2890㎡



建物

広場（屋外）

車路・駐車場エリア

サービスヤード

敷地セットバックエリア

（道路や歩道の拡幅用）

建物出入口（来館者）

建物出入口（サービス）

駐車場出入口

至 国道220号

ダイナム

(2900㎡）

(3100㎡）

(8000㎡）(約250台）

(300㎡）

平屋建て案

東串良町複合施設

 配置イメージ1 S=1:1000



建物

広場（屋外）

車路・駐車場エリア

サービスヤード

敷地セットバックエリア

（道路や歩道の拡幅用）

建物出入口（来館者）

建物出入口（サービス）

駐車場出入口

至 国道220号

ダイナム

(2900㎡）

(3100㎡）

(8000㎡）(約250台）

(300㎡）

平屋建て案

東串良町複合施設

 配置イメージ2 S=1:1000



カフェ併設の図書機能の事例

パターン①：空間分離型
館内カフェの飲食物の持ち込み不可（一部スペースで条件付きで飲食持ち込み可）
事例：都城市立図書館（Mallmallまるまる）

パターン②：スペース限定型（空間としてはほぼ一体）
館内カフェの飲食物であれば一部スペースに限り持ち込み可
事例：武雄市図書館・武雄市こども図書館

パターン③：飲食条件限定型（空間としてはほぼ一体）
館内カフェの飲食物を含む一部商品（蓋つき飲み物）の持ち込みは全スペースで可
事例：鹿児島市立天文館図書館

パターン④：空間一体型
館内カフェの飲食物であれば全スペースで持ち込み可
事例：センノオト（九州電力：薩摩川内市）※本の貸し出しなし

参考③



パターン①：空間分離型 都城市立図書館（Mallmallまるまる）

図書館のエントランス横にカフェ設置
図書館内に飲食可
スペースを設置



パターン②：スペース限定型 武雄市図書館・武雄市こども図書館

図書館内の入口付近に
カフェと飲食スペース

を設置

九州パンケーキ

図書館２階にカフェと
飲食スペースを設置



パターン③：飲食条件限定型 鹿児島市立天文館図書館

カフェ
Brew

図書館の入口に併設する形でカフェと飲食スペースを設置
（蓋つき飲み物は図書館内に持ち込み可能）



パターン④：空間一体型 センノオト（九州電力：薩摩川内市）
※本の貸し出しなし

スターバックス

施設内にカフェと飲食スペースを設置
（カフェ及び施設内で購入した飲食物であれば、全スペースに持ち込み可能）



482us10163
テキスト ボックス
参考④
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参考⑤







■東串良町複合施設建設基本構想・基本計画の策定スケジュール（当初）

・各種条件の整理

・既存施設の現状の把握

・設計施設の立地場所の検討

・新たな複合施設の役割の検討

・基本的な方向性の検討

・必要とされる機能の検討

・財源、事業手法、事業スケジュールの検討

・施設規模、階数、構造の検討

・配置計画、建築計画の検討

・概算工事費の算出

・住民アンケートの実施

・住民ワークショップの実施 1 2

・住民説明会の実施

・パブリックコメントの実施

・職員アンケート及び庁内関係課WGの実施 1 2 3

・東串良町複合施設建設庁内検討委員会の開催 1 2 3 4 5 6 7

・議会説明

・検討委員会の開催（※第1回は実施済） 準備 2 3 4 5 6 7 8

・議事録の作成及び意見の整理

・基本構想・基本計画のとりまとめ

3月 4月 11月 12月

業務ステップ

基
本
構
想
・
基
本
計
画
の
策
定

共通

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
及
び
委
託
業
者
と
契
約
締
結

業
務
完
了

（
令
和
6
年
1
2
月
2
7
日

）

町の動向、先進地事例の調査等

劣化状況・利用状況整理、施設管理者ヒアリング

抽出・比較検討・評価・関係者調整

5月 6月 7月 8月 9月 10月

令和５年度 令和６年度

10月 11月 12月 1月 2月

 基本計画
の策定

類似事例の調査 規模スタディ 規模・階数・構造等の検討 確定・調整

敷地現況整理 配置スタディ

立地場所の最終調整・確定 手続き等整理

 基本構想
の策定

町内・周辺の施設情報の整理 役割の検討

複合化の範囲の再整理 機能分担の検討 複合施設建設及び既存施設の利活用の方向性の検討

現機能の評価 必要機能の整理

配置計画・建築計画の検討 確定・調整

類似事例等による参考事業費の検討 コストスタディ 単価等の整理

必要機能の調整

財源、事業手法・スケジュールの検討 事業スケジュール等の調整

資料準備

準備 準備

準備

説明会②

住民意向の把握

調査票・発送準備等 発送・回答 集計・分析

企画 参加者募集・準備等 結果整理 結果整理

資料準備 説明会① 意見対応 意見対応

資料準備 パブコメ期間 意見対応

資料等の準備 議会報告

調整・確定

準備

庁内の
合意形成

調査票準備 アンケート回答 集計・分析

資料等の準備 議会説明

準備 準備 準備 準備 準備

概算事業費の算出

印刷製本

準備 準備

整理・共有 整理・共有 整理・共有 整理・共有 整理・共有 整理・共有

東串良町
複合施設建設
検討委員会

準備 準備 準備 準備

整理・共有

印刷・製本 基本構想・基本計画素案の作成 計画書・概要版とりまとめ

【基本構想段階】立地場所確定／施設の役割検討 【基本計画段階】住民意向の把握／施設計画の検討 とりまとめ／次年度準備



■東串良町複合施設建設基本構想・基本計画の策定スケジュール（変更案）

・各種条件の整理

・既存施設の現状の把握

・設計施設の立地場所の検討

・新たな複合施設の役割の検討

・基本的な方向性の検討

・必要とされる機能の検討

・財源、事業手法、事業スケジュールの検討

・施設規模、階数、構造の検討

・配置計画、建築計画の検討

・概算工事費の算出

・住民アンケートの実施

・住民ワークショップの実施 1 2

・住民説明会の実施

・パブリックコメントの実施

・職員アンケートの実施等

・東串良町複合施設建設庁内検討委員会の開催 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

・議会説明

・検討委員会の開催（※第1回は実施済） 準備 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

★ ★

・議事録の作成及び意見の整理

・基本構想・基本計画のとりまとめ

整理・共有整理・共有

印刷・製本 基本計画素案の作成 印刷製本

準備

整理・共有 整理・共有 整理・共有 整理・共有 整理・共有 整理・共有 整理・共有

計画書・概要版とりまとめ基本構想素案の作成

東串良町
複合施設建設
検討委員会

準備 準備 準備 準備 準備 準備 準備

整理・共有

資料等の準備 議会説明

準備 準備 準備 準備 準備 準備

議会報告

基
本
構
想
・
基
本
計
画
の
策
定

準備

複合化対象施
設の調整

複合施設に導入する機
能の調整

自由意見の追
加分析

最終調整

庁内合意

コストスタディ 単価検討、概算事業費の算出

複合施設の規模、構造、階数、配置（外部、内部）、
事業費、スケジュール等の調整

協議、調整

準備

調査票・発送準備等 発送・回答 集計・分析

企画
参加者募集・準備、

鹿児島大学学生事前合宿
結果整理 結果整理

資料準備 説明会① 意見対応

最終調整

最終調整

協議、調整

最終調整

最終調整

規模・階数・構造等の検討 協議、調整

敷地現況整理 配置スタディ 配置計画・建築計画の検討 協議、調整

必要機能の調整（空間、設備、サービス等）

財源、事業手法・スケジュールの検討 事業スケジュール等の調整

立地場所の最終調整・確定 手続き等整理

 基本構想
の策定

町内・周辺の施設情報の整理 役割の検討

複合化の範囲の再整理 機能分担の検討 複合施設建設及び既存施設の利活用の方向性の検討

現機能の評価 必要機能の整理（基本構想における頭出し）

共通

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
及
び
委
託
業
者
と
契
約
締
結

町の動向、先進地事例の調査等

劣化状況・利用状況整理、施設管理者ヒアリング

抽出・比較検討・評価・関係者調整

庁内の
合意形成

調査票準備 アンケート回答 集計・分析

 基本計画
の策定

類似事例の調査 規模スタディ

類似事例等による参考事業費の検討

住民意向の把握

11月 12月 1月 2月 3月

業務ステップ

5月 6月 7月 8月 9月 10月

令和５年度 令和６年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

準備

資料準備

資料準備

説明会②

パブコメ期間

意見対応

意見対応

準備

資料等の準備

【基本構想段階】立地場所確定／施設の役割検討 【基本計画段階】住民意向の把握／施設計画の検討 とりまとめ／次年度準備

合同

開催

集中的に庁内で協議 （役場案をとりまとめ）

合同

開催

合同

開催

役場案の提示 役場案の提示

・基本構想案の提示（決定した複

合化対象施設の情報を含む）

・基本計画第1案の提示（複合施

基本構想・基本計

画（パブコメ案）の

提示

基本構想・基本

計画（最終案）

の提示

基本計画第2案の提示（複合施設

の規模、階数、構造、配置計画、

建築計画、概算事業費、スケ

視察研修 視察研修


